
��序
論

一

台
湾
家
事
事
件
法
の
沿
革

二

台
湾
家
事
事
件
法
五
三
条
の
渉
外
婚
姻
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定

１
家
事
事
件
法
の
適
用
範
囲

２
管
轄
原
因

�
国
籍
に
よ
る
管
轄

�
住
所
地

(

共
通
居
所
地)

管
轄
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�
経
常
居
所
地
管
轄

①

経
常
居
所
地
管
轄
と
は

②

経
常
居
所
の
判
断
基
準
に
関
す
る
裁
判
例

最
高
法
院
一
〇
三
年
度
台
抗
字
第
一
〇
二
〇
號
民
事
裁
定

�
管
轄
の
排
除

３

被
告
応
訴
の
不
便

４

他
の
家
事
事
件
に
お
け
る
家
五
三
条
の
準
用

５

併
合
請
求
の
裁
判
籍

三

日
本
の
国
際
離
婚
訴
訟
を
め
ぐ
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
法
状
況

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
か
ら

１

日
本
の
国
際
離
婚
訴
訟
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
こ
れ
ま
で
の
概
要

２

新
し
い
立
法
案

(
人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案)

四

日
台
婚
姻
事
件
の
台
湾
判
例

台
湾
新
北
地
方
法
院
一
〇
三
年
度

(

二
〇
一
四
年)

婚
字
第
三
三
一
号
判
決

五

分
析
―
日
本
法

(

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案)

か
ら
み
た
台
湾
法

１

日
本
と
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
判
断
基
準
の
異
同

２

日
本
の
立
法
に
お
い
て
管
轄
を
広
く
す
べ
き
か
、
狭
く
す
る
か

六

お
わ
り
に
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序
論

近
年
、
日
本
に
お
い
て
も
台
湾
に
お
い
て
も
、
婚
姻
総
数
が
減
少
化
し
少
子
高
齢
化
社
会
へ
の
危
惧
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ

の
婚
姻
総
数
中
の
一
方
が
外
国
人
で
あ
る
婚
姻
件
数
は
、
人
の
国
際
的
な
移
動
が
活
発
と
な
る
と
と
も
に
増
加
し

(

１)

、
い
わ
ゆ
る
国
際
結

婚
は
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
国
際
婚
姻
の
解
消
で
あ
る
国
際
離
婚
の
件
数
も
当
然
多
く
な
る
の
は
想

像
に
難
な
く
な
い
。
国
内
で
国
際
離
婚
に
関
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
の
判
断
が
問
題
と
な
る

が
、
周
知
の
と
お
り
日
本
は
こ
れ
ま
で
明
文
の
規
定
は
財
産
法
関
係
に
つ
い
て
二
〇
一
一
年
に
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
を
民
事
訴
訟
法

内
に
設
け
た
の
み
で
、
家
事
事
件
に
関
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
判
例
法
理
に
よ
っ
て
い
た
。
当
然
、
家
事
事
件
に
つ
い
て
の
国
際
裁

判
管
轄
の
明
文
化
が
期
待
さ
れ
て
い
た
中
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
四
日
に
法
制
審
議
会
人
事
訴
訟
法
部
会
の
第
一
回
会
議
が
開
か
れ
、

家
事
事
件
に
関
す
る
明
文
化
作
業
が
始
ま
っ
た
。
日
本
の
裁
判
実
務
お
よ
び
国
際
私
法
・
国
際
民
事
訴
訟
法
学
の
学
術
研
究
は
、
明
治

以
降
こ
れ
ま
で
相
互
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
断
基
準
の
判
例
法
理
を
築
い
て
き
た
が
、
今
よ
う
や
く
日
本

の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
法
整
備
が
整
お
う
と
し
て
い
る
。
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇

月
に
法
制
審
議
会
で
了
承
さ
れ
て
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
六
日
に

｢

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案｣

(

本
稿
で
は
、
以

下
法
案
と
す
る)

と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
国
会
審
議
は
昨
今
の
日
本
で
喫
緊
の
事
項
や
立
法
の
議
論
を
待
っ
て
い
る
中
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
明
文
化
さ
れ
る
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

一
方
で
、
台
湾
に
お
い
て
は
、
日
本
と
は
反
対
の
状
況
で
あ
り
、
国
際
財
産
法
分
野
で
は
な
く
国
際
家
事
事
案
に
関
す
る
国
際
裁
判

管
轄
の
規
定
が
、
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
家
事
審
判
法
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
、
既
に
新
法
に
基
づ
い
た
国
際
裁
判
管
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轄
に
関
す
る
裁
判
例
も
着
実
に
増
え
て
い
る
。
そ
の
上
、
後
に
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
台
湾
の
国
際
婚
姻
事
件
に
関
す
る
国
際
裁

判
管
轄
の
規
定
は
、
明
文
上
、
日
本
よ
り
管
轄
原
因
が
か
な
り
広
く
、
日
本
と
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。

本
稿
は
、
日
本
と
か
な
り
異
な
る
台
湾
の
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
お
よ
び
裁
判
例
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
現
在

の
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
立
法
へ
の
示
唆
や
、
仮
に
現
在
の
法
案
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
そ
の
解
釈
等
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
台
湾
の
規
定
お
よ
び
台
湾
の
事
例
を
通
し
て
日
本
と
台
湾
の
法
を
比
較
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
と
台
湾
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
長
年
の
人
的
・
経
済
的
交
流
か
ら
両
国
の
国
籍
を
有
す
る
当
事
者
間
の
国
際
結
婚
も
非
常
に

多
い
。
そ
こ
か
ら
生
じ
う
る
国
際
家
事
事
件
紛
争
も
当
然
に
生
じ
う
る
た
め
、
台
湾
の
立
法
を
参
考
に
す
る
価
値
は
少
な
く
な
い
。
周

知
の
と
お
り
、
外
国
で
下
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
、
日
本
で
当
該
外
国
判
決
を
承
認
し
執
行
す
る
か
ど
う
か
の
要
件
の
一
つ
に
、
日
本

の
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
第
一
項
は
判
決
国
裁
判
所
に
間
接
管
轄
が
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
と
、
日

本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
基
準
か
ら
み
て
判
決
国
の
裁
判
所
に
国
際
裁
判
管
轄
権
が
な
け
れ
ば
、
日
本
は
当
該
外
国
判
決
を
承
認
し
な
い

こ
と
に
も
な
る
し
、
一
方
で
、
仮
に
他
国
も
同
様
に
間
接
管
轄
を
承
認
要
件
の
一
つ
と
す
る
場
合
に
は
、
承
認
の
可
否
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
外
国
裁
判
所
か
ら
見
て
日
本
に
国
際
裁
判
管
轄
が
無
け
れ
ば
、
当
該
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
各
国
の
国
際
裁
判
管
轄
の
基
準
が
大
き
く
違
え
ば
、
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
の
観
点
か
ら
、
相
互
に
承
認
で
き
な
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
基
準
は
、
判
決
お
よ
び
身
分
関
係
の
国
際
的
調
和
の
観
点
か
ら
非
常
に
重
要

で
あ
り
、
国
際
私
法
の
調
和
が
強
く
要
請
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

か
か
る
観
点
か
ら
、
本
稿
は
、
ま
ず
第
一
に
、
国
際
身
分
関
係
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
明
文
規
定
を
有
す
る
台
湾
法
を
理
解
す

る
こ
と
、
第
二
に
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
基
準
お
よ
び
人
事
訴
訟
法
中
で
現
在
検
討
中
の

国
際
裁
判
管
轄
の
法
案
と
台
湾
の
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
基
準
が
ど
れ
ほ
ど
共
通
す
る
の
か
、
国
際
的
身
分
関
係
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の
調
和
の
観
点
か
ら
問
題
点
は
な
い
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
第
三
に
、
そ
の
上
で
、
現
在
進
行
中
の
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関

す
る
立
法
案
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
日
台
間
の
国
際
裁
判
管
轄
お
よ
び
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
の
観
点
も
踏
ま
え
な
が
ら
考

え
た
い
。

一

台
湾
家
事
事
件
法
の
沿
革

本
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
台
湾
の
国
際
婚
姻
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
は
家
事
事
件
法
五
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
台

湾
家
事
事
件
法
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
施
行

(

２)

さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
一
部
は
民
事
訴
訟
法

(

例
え
ば
、
婚
姻
訴
訟
事

件
、
親
子
訴
訟
事
件
な
ど)

に
、
他
は
非
訟
事
件
法

(

例
え
ば
、
子
の
氏
の
変
更
事
件
、
不
在
者
財
産
管
理
人
選
任
事
件
な
ど)

に
お

い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
国
際
裁
判
管
轄
基
準
に
つ
い
て
は
、
台
湾
で
は
、
明
文
規
定
が
な
く
、
実
務
レ
ベ
ル
で
も
そ
の
判
断
基
準
が

分
か
れ
、
学
説
も
一
致
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

従
来
の
裁
判
実
務
で
は
、
渉
外
身
分
関
係
の
事
件
が
台
湾
の
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
る
場
合
、
現
行
法
に
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る

規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
な
ど
関
連
す
る
国
内
の
管
轄
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
渉
外
婚
姻
の
管
轄
に
関

し
て
は
、
最
高
裁
二
〇
〇
四
年
度
台
上
字
第
一
九
四
三
号
判
決
が
引
用
さ
れ
、｢

渉
外
民
事
法
律
適
用
法
に
は
離
婚
事
件
の
国
際
管
轄

権
に
関
す
る
規
定
が
存
在
せ
ず
、
民
事
訴
訟
法
第
五
六
八
条
の
離
婚
事
件
管
轄
権
の
趣
旨
及
び
原
理
を
総
合
し
、
離
婚
事
件
の
国
際
管

轄
権
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
当
事
者
本
国
の
裁
判
所
管
轄
を
も
っ
て
原
則
と
し
、
住
所
地
の
裁
判
所
管
轄
権
及
び
原
因
と
な
る
事
実

が
発
生
し
た
地
の
裁
判
所
を
も
っ
て
補
足
す
る｣

と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
で
は
、
渉
外
婚
姻
事
件
に
つ
い
て
の
か
か
る
国
際

裁
判
管
轄
権
の
判
断
に
お
い
て
内
国
人
保
護
の
立
場
に
偏
り
す
ぎ
て
お
り
、
当
事
者
の
手
続
的
公
平
及
び
国
際
裁
判
管
轄
の
法
理
・
秩
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序
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

(

３)

。

台
湾
で
は
、
訴
訟
事
件
も
非
訟
事
件
も
家
事
事
件
法

(

４)

と
し
て
一
本
化
し
て
立
法
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
当
初
、
家
事
事
件
法
は
国
内
の

家
事
事
件
の
み
の
立
法
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
立
法
作
業
の
最
終
段
階
に
お
い
て

(

５)

渉
外
家
事
事
件
の
う
ち
渉
外

婚
姻
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
、
台
湾
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
で
あ
る
五
三
条
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

な
お
、
親
子
訴

訟
事
件
も
婚
姻
非
訟
事
件
も
、
同
法
六
九
条
及
び
九
八
条
に
お
い
て
五
三
条
を
準
用
す
る)

。
こ
の
家
事
事
件
法
五
三
条
は
、
台
湾
に

お
い
て
初
め
て

｢

国
際
裁
判
管
轄
権｣

と
い
う
用
語
を
用
い
て
国
際
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
を
明
文
化
す
る
規
定
で
あ
り
、
五
三
条
の
み
で

は
あ
る
が
国
際
裁
判
管
轄
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
は
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。

二

台
湾
家
事
事
件
法
五
三
条
の
渉
外
婚
姻
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定

第
五
三
条

(

国
際
裁
判
管
轄
権) (

６)

婚
姻
事
件
が
次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
中
華
民
国
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
国
籍
で
あ
る
場
合
。

二
、
夫
妻
が
い
ず
れ
も
中
華
民
国
国
籍
で
は
な
く
、
且
つ
中
華
民
国
内
に
住
所
又
は
一
年
以
上
持
続
し
て
い
る
共
同
居
所
を
有
す

る
場
合
。

三
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
無
国
籍
で
、
且
つ
中
華
民
国
内
に
経
常
居
所
を
有
す
る
場
合
。

四
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
内
に
一
年
以
上
持
続
し
て
い
る
経
常
居
所
を
有
す
る
場
合
。
た
だ
し
、
中
華
民
国
裁
判

所
の
判
決
が
、
夫
又
は
妻
の
所
属
国
に
お
い
て
法
的
に
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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②
被
告
が
中
華
民
国
に
お
い
て
応
訴
す
る
の
が
明
ら
か
に
不
便
な
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

１

家
事
事
件
法
の
適
用
範
囲

ま
ず
、
家
事
事
件
法
自
体
の
適
用
対
象
と
す
る
範
囲
は
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
外
国
人
若
し
く
は
無
国
籍
人
、
又
は
双
方
と
も

中
華
民
国
人
が
外
国
で
成
立
或
い
は
解
消
し
た
婚
姻
関
係
に
対
し
て
、
台
湾
で
婚
姻
の
無
効
及
び
取
消
し
の
訴
え
、
離
婚
の
訴
え
、
並

び
に
婚
姻
関
係
の
存
否
の
確
認
の
訴
え
に
係
る
訴
訟

(

７)

を
提
起
す
る
場
合
で
あ
る
。

２

管
轄
原
因

�
国
籍
に
よ
る
管
轄

五
三
条
一
項
一
号
は
、
い
わ
ゆ
る
原
告
管
轄
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
夫
婦
い
ず
れ
か
一
方
の
国
籍
が
中
華
民
国
で
あ
る
場
合
に
国
際

婚
姻
事
案
の
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
。
周
知
の
と
お
り
、
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
基
本
原
則
は
被
告
住
所
地
原
則
で
あ
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
台
湾
は
日
本
と
国
際
離
婚
の
事
案
に
つ
い
て
の
基
本
的
立
場
が
真
逆
だ
と
言
え
る
。
国
籍
管
轄
を
採
用
す
る
立
法
理

由
は
、｢

夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
渉
外
婚
姻
事
件
は
我
が
国
の
国
民
権
利
保
護
に
係
る
た
め

に
、
第
一
項
一
号
に
お
い
て
、
中
華
民
国
の
裁
判
所
は
当
該
事
件
に
つ
い
て
、
国
際
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
べ
き

(

８)｣

だ
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
六
〇
六
―
一
条
の
立
法
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
規
定
の
文
言
上
、
台
湾
で
住
所
を
持
た
な
い
外
国
人
の
被
告
に
対
し
て
、
原
告
が
中
華
民
国
の
国
籍
を
有
し
て
い
れ
ば
、
台
湾

に
お
い
て
他
の
連
結
点

(

例
え
ば
住
所
や
常
居
所
な
ど)

が
な
く
て
も
、
台
湾
で
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
見
え
る

(

９)

。

こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
か
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
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�
住
所
地

(

共
通
居
所
地)

管
轄

一
号
の
当
事
者
の
一
方
の
国
籍
が
な
く
、
中
華
民
国
内
に
住
所
あ
る
い
は
一
年
以
上
の
共
同
居
所
が
あ
る
場
合
に
、
台
湾
で
の
国
際

裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
。
立
法
理
由
は
、｢

国
籍
と
住
所
の
調
和
を
求
め
、
そ
し
て
、
当
事
者
が
軽
は
ず
み
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

或
い
は
有
利
な
法
域
を
選
ぶ

｢

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

(�������������)｣

を
避
け
る
た
め

(�)｣

で
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
で
い
う
住
所
に
は
、｢

共
同
の｣

住
所
か
、
あ
る
い
は
た
だ

｢

一
方
の｣

住
所
で
も
管
轄
原
因
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
規

定
上
の

｢

住
所｣

に
つ
い
て
、
直
接
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
家
事
事
件
法
五
三
条
は
、
渉
外
家
事
事
件
の
国
際

裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
同
条
一
項
二
号
の
住
所
は
、
そ
の
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
居
所
に
つ
い
て
は

｢

共

同
居
所｣

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
住
所
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
、
共
同
住
所
と
読
む
の
が
妥
当
だ
ろ
う
で
あ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
、
こ
の
二
号
に
つ
い
て
は
、
中
華
民
国
国
籍
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
管
轄
原
因
と
す
る
一
号
と
異
な
り
、
外
国
人
同
士
の
婚
姻

事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
華
民
国
籍
を
有
す
る
も
の
が
関
与
し
な
い
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
の
み
の
住
所
で
訴

訟
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
被
告
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
酷
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

�
経
常
居
所
地
管
轄

①

経
常
居
所
地
管
轄
と
は

経
常
居
所
地
管
轄
は
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
内
に
一
年
以
上
持
続
し
て
い
る
経
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
管
轄
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
夫
婦
の
一
方
も
し
く
は
双
方
と
も
無
国
籍
の
場
合
、｢

そ
の
訴
訟
権
を
保
護
す
る
た
め
に
、
我
が

国
に
お
け
る
経
常
居
所
の
成
立
に
関
す
る
制
限
を
緩
和
す
る｣

た
め
に
、
そ
し
て
、
夫
婦
が
と
も
に
外
国
人
で
あ
る
紛
争
に
つ
い
て
、

｢

そ
の
い
ず
れ
か
一
方
が
我
が
国
に
一
年
以
上
持
続
し
て
い
る
経
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
、
夫
妻
は
第
一
項
二
号
の
住
所
或
い
は
共
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同
居
所
が
な
く
て
も
、
当
事
者
の
訴
訟
提
起
の
便
宜
の
た
め
に

(�)｣

、
台
湾
の
裁
判
所
が
当
該
事
件
に
対
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権
を
認
め

る
も
の
で
あ
る
。

経
常
居
所
と
は
、�����������������
の
中
国
語
訳
で
あ
り
、
台
湾
に
お
け
る
具
体
的
な
定
義
は
な
い
が
、
事
実
概
念
で
あ
る
。
そ

し
て
、
中
国
国
際
私
法
上
の
経
常
居
所
と
ほ
ぼ
同
義
と
さ
れ
る
。
日
本
の
類
似
概
念
と
し
て
常
居
所
が
あ
り
、
日
本
の
常
居
所
に
は
実

務
上
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
法
務
省
通
達
の
よ
う
な
一
定
の
目
安
と
な
る
も
の
は
、
台
湾
で
は
実
務
上
に
お
い
て
も
設
け
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
こ
で

｢
経
常｣

の
判
断
基
準
が
問
題
と
な
る
が
、
立
法
理
由
に
よ
る
と
裁
判
所
が
事
件
の
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
り
判

断
す
る
と
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

裁
判
実
務
に
つ
い
て
見
る
に
、
家
事
事
件
法
施
行
か
ら
現
在
ま
で
さ
ほ
ど
年
月
は
経
て
い
な
い
た
め
、｢

経
常
居
所｣

認
定
に
関
す

る
裁
判
は
多
く
な
い
。
裁
判
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
現
時
点
で
最
高
法
院
一
〇
三
年
度
台
抗
字
第
一
〇
二
〇
號
民
事

裁
定
の
み
で
あ
る
。

②

経
常
居
所
の
判
断
基
準
に
関
す
る
裁
判
例

最
高
法
院
一
〇
三
年
度
台
抗
字
第
一
〇
二
〇
號
民
事
裁
定

��
事
実

本
件
当
事
者
Ｘ

(

妻
・
再
抗
告
人)

と
Ｙ

(

夫
・
相
手
方)
は
、
い
ず
れ
も
米
国
在
住
の
米
国
人
で
あ
る
。
Ｘ
は
既
に
米
国
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
裁
判
所
に
、
Ｙ
に
対
し
て
、
離
婚
及
び
財
産
分
与
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
。
Ｘ
は
、
米
国
で
確
定
勝
訴
判
決
を
得
た
場

合
、
直
ち
に
台
湾
で
強
制
執
行
を
行
う
た
め
、
台
北
地
方
法
院
に
お
い
て
、
三
千
万
台
湾
ド
ル
の
範
囲
で
仮
差
押
え
を
求
め
る
申
立
て

を
行
っ
た
。
台
北
地
方
法
院
は
、
こ
の
申
立
て
を
却
下
し
、
Ｘ
は
台
湾
高
等
法
院
に
抗
告
し
た
。
台
湾
高
等
法
院
は
、
本
案
訴
訟
は
米

国
裁
判
所
に
係
属
し
て
お
り
、
台
湾
に
仮
差
押
え
の
申
立
て
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
理
由
で
、
仮
差
押
え
の
申
立
て
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を
再
度
却
下
し
た
。
Ｘ
は
最
高
法
院
に
再
抗
告
を
行
っ
た
。

��
経
常
居
所
の
判
断
と
結
果

最
高
法
院
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
っ
て
原
決
定
を
破
棄
し
、
事
件
を
台
湾
高
等
法
院
に
差
し
戻
し
た
。

１

.

ま
ず
、
最
高
法
院
は
、｢

夫
婦
の
一
方
が
中
華
民
国
の
領
域
内
に
お
い
て
一
年
以
上
経
常
居
所
を
持
つ
場
合
、
婚
姻
事
件
が
中
華

民
国
裁
判
所
の
管
轄
に
服
す
る
こ
と
は
、
家
事
事
件
法
五
三
条
一
項
四
号
の
本
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
当
該
立
法
趣
旨
に
よ
っ
て
、

夫
婦
が
と
も
に
外
国
人
で
あ
り
、
そ
の
一
方
が
我
が
国
に
経
常
居
所
を
一
年
以
上
有
す
る
場
合
、
夫
婦
が
家
事
事
件
法
五
三
条
一
項

二
号
に
掲
げ
る
住
所
ま
た
は
共
同
の
居
所
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
提
訴
の
便
宜
の
た
め
、
我
が
国
に
国
際
裁
判
管
轄

権
を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
が

『

経
常』

に
該
当
す
る
か
は
、
裁
判
所
が
事
案
ご
と
の
具
体
的
事
情
に
よ
り
判
断

す
る｣

と
す
る
。

２

.

次
に
、
経
常
居
所
の
認
定
に
つ
い
て
、
最
高
法
院
は
Ｘ
の
主
張
を
採
用
し
、｢

当
事
者
の
い
ず
れ
も
米
国
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
Ｙ
は
台
湾
で
三
〇
年
近
く
商
業
活
動
を
営
み
、
毎
年
台
湾
に
六
ヶ
月
以
上
居
住
し
、
台
北
市
松
山
区
に
経
常
居
所
を
有
す
る
。

家
事
事
件
法
五
三
条
一
項
四
号
の
本
文
に
よ
っ
て
、
台
北
地
方
法
院
は
本
件
仮
差
押
え
の
本
案
管
轄
裁
判
所
で
あ
る｣

と
し
て
、
Ｙ

が
台
湾
に
経
常
居
所
を
有
す
る
と
認
定
し
た
。

３

.

最
後
に
、｢

再
抗
告
人
が
米
国
裁
判
所
に
本
案
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
と
し
て
も
、
民
事
訴
訟
法
一
八
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

再
抗
告
人
は
我
が
国
の
裁
判
所
に
再
び
起
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
我
が
国
の
裁
判
所
は
同
法
五
四
二
条
二
項
に
い
う
係
属
す
べ

き
裁
判
所
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
台
北
地
方
法
院
は
当
該
規
定
に
い
う
本
案
訴
訟
の

『

係
属
す
べ
き』

第
一
審
裁
判
所
で
あ
る
か
ら
、
本
件
仮
差
押
え
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
と
の
再
抗
告
人
の
主
張
が
完
全
に
採
用
で
き
な
い
と
の
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見
方
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。｣

と
、
最
高
法
院
が
判
断
し
、
原
決
定
を
破
棄
し
た
。

�
管
轄
の
排
除

中
華
民
国
の
判
決
が
、
夫
ま
た
は
妻
の
所
属
国
に
お
い
て
法
的
に
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
中
華
民
国
の
管
轄

は
排
除
さ
れ
る
。
夫
妻
と
も
外
国
人
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
が
、
我
が
国
に
一
年
以
上
に
渡
っ
て
経
常
居
所
を
持
っ
て
い
る
場

合
に
、
夫
妻
は
同
項
二
号
の
住
所
或
い
は
共
同
居
所
が
な
く
と
も
、｢

当
事
者
の
提
訴
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
こ
の
渉
外
婚
姻
事
件
に

対
し
我
が
国
の
裁
判
所
は
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
我
が
国
に
お
け
る
判
決
が
、
夫
又
は
妻
の
所
属
国
に

お
い
て
法
的
に
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
相
手
方
所
属
国
を
尊
重
す
る
原
則
に
基
づ
き
、
身
分
関
係
の
不
一
致

(

た
と
え
ば
、
一
方
の
国
で
婚
姻
が
成
立
、
も
う
一
方
で
は
不
成
立)

の
発
生
を
回
避
し
、
訴
訟
に
お
け
る
無
駄
を
省
く
た
め
、
特
別

に
調
査
を
せ
ず
と
も
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
場
合｣

に
は
、
例
外
的
に
中
華
民
国
の
裁
判
所
は
そ
の
事
件
に
対
し
て
国
際

裁
判
管
轄
権
を
も
た
な
い

(

家
事
事
件
法
五
三
条
一
項
四
号
但
書)

。
こ
の
規
定
は
、
身
分
関
係
の
跛
行
的
法
律
関
係
の
発
生
防
止
に

つ
な
が
る
規
定
で
あ
る
。

３

被
告
応
訴
の
不
便

�
台
湾
法
上
の
被
告
応
訴
不
便
に
よ
る
管
轄
の
排
除

家
事
事
件
法
五
三
条
第
二
項
は
、｢

被
告
の
手
続
権
の
保
障
と
い
う
見
地
か
ら
、
被
告
が
応
訴
で
き
な
い
事
態
が
発
生
し
な
い
よ
う
、

被
告
が
我
が
国
で
応
訴
す
る
の
が
明
ら
か
に
不
便
な
場
合
に
は
、
我
が
国
の
裁
判
所
は
そ
の
婚
姻
事
件
に
対
し
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を

も
た
な
い｣

も
の
と
し
、
一
項
に
定
め
る
管
轄
原
因
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
管
轄
を
否
定
す
る
。
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そ
し
て
、
管
轄
を
否
定
す
る
考
慮
要
素
は
、
文
言
上

｢

被
告
の
応
訴
不
便｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
台
湾
の
五
三
条
一

項
の
管
轄
原
因
は
、
た
と
え
ば
一
方
当
事
者
の
住
所
の
み
で
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
国
際
民
事
訴
訟
法
上
の
過
剰
管
轄

に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
よ
う
と
す
る
学
説
の
議
論
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
広
範
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
本
規
定
の
起
草
者
は
、

国
内
法
上
の
民
事
訴
訟
法
学
者
で
あ
り
、
国
際
私
法
学
者
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
あ
る
が
、
台
湾
の

国
際
私
法
・
国
際
民
事
訴
訟
法
の
学
説
は
こ
の
規
定
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
裁
判
所
は
、
本
条

の
具
体
的
適
用
の
際
に
、
そ
の
判
断
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
被
告
の
応
訴
不
便
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

�
台
湾
の
学
説

こ
の
規
定
に
関
す
る
台
湾
の
学
説
に
関
す
る
先
行
業
績
で
は
、
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、｢

こ
の
規
定
は
簡
略

す
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
適
用
の
条
件
は
ア
メ
リ
カ
の
不
便
利
法
廷
原
則
よ
り
も
詳
し
く
な
い
。
た
だ
簡
単
に

｢

被
告
の
応
訴
が
明
ら
か
に

不
便｣

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
将
来
に
裁
判
所
で
攻
撃
防
御
の
重
要
な
課
題
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
来
の

本
規
定
立
法
の
意
思
も

(

こ
の
二
項
に
よ
っ
て)
破
壊
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(�)｣
(

括
弧
内
筆
者
補
足)

と
い
う
批
判
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
五
三
条
二
項
に
よ
る
と
、
こ
の
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
不
便
利
法
廷
地
原
則
の
法
理
の
よ
う
に
他
に
便

利
な
法
廷
地
が
あ
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
必
要
も
な
い
。
さ
ら
に
、
仮
に
外
国
の
裁
判
所
で
裁
判
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
判
決
の
効

力
は
台
湾
で
承
認
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
も
生
じ
得
、
証
人
の
呼
び
出
し
や
証
拠
調
査
の
困
難
さ
な
ど
の
要
素
を
考
え
て
い
な
い
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢
一
旦
台
湾
を
離
れ
た
配
偶
者
は
、
実
は
多
く
の
人
が
台
湾
に

応
訴
に
戻
る
意
欲
が
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
当
事
者
が
台
湾
に
固
定
し
た
仕
事
や
住
所
が
な
い
と
、
二
項
の
応
訴
は
明
ら
か
に
不
便
に

な
る
。
そ
う
し
た
ら
、
我
が
国
国
籍
の
配
偶
者
は
、
最
終
的
に
他
国
へ
行
き
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
る
。
そ
の
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結
果
、
我
が
国
の
者
は
経
済
的
考
慮
や
訴
訟
費
用
、
言
語
の
相
違
、
訴
訟
国
の
法
規
定
が
不
明
な
ど
の
困
難
に
対
面
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
者
が
そ
の
国
へ
行
き
訴
訟
を
提
起
で
き
る
か
、
訴
訟
の
結
果
は
ど
う
な
る
か
、
す
べ
て
予
想
し
に
く
く
な
る
。
そ
し
て
、

身
分
関
係
を
解
決
で
き
な
い
比
率
が
大
き
く
な
る
。
こ
れ
は
、
婚
姻
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
明
文
化
が
も
と
も
と
管
轄
の
予

見
可
能
性
を
有
し
跛
行
的
身
分
関
係
を
避
け
る
目
的
に
反
す
る
。
か
つ
、
そ
の
外
国
籍
の
配
偶
者
が
自
ら
台
湾
か
ら
は
な
れ
て
、
台
湾

に
戻
っ
て
応
訴
し
た
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
外
国
籍
の
配
偶
者
に
比
べ
て
、
台
湾
籍
の
配
偶
者
の
権
利
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
台
湾
の
司
法
審
判
権
を
簡
単
に
他
国
に
譲
る
べ
き
で
な
い

(�)｣

。
こ
の
後
者
の
見
解
の
二
項
に
対
す
る
批
判
の
理
由
は
、
五
三
条

二
項
の
規
定
の
一
項
に
よ
り
肯
定
さ
れ
た
管
轄
を
否
定
す
る
要
素
が
、
被
告
の
応
訴
の
困
難
の
み
で
は
、
台
湾
を
離
れ
た
者
が
被
告
で

あ
る
場
合
に
台
湾
に
仕
事
や
住
所
等
が
な
い
限
り
こ
の
規
定
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
確
実
に
管
轄
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
一

項
の
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。

台
湾
の
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
い
ず
れ
も
家
事
事
件
法
五
三
条
二
項
に
規
定
さ
れ
た
台
湾
の
不
便
利
法
廷
地
原
則
の
発
動
要
件
が
、

｢

被
告
の
応
訴
不
便｣

に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
後
者
の
見
解
は
、
一
項
の
管
轄
原
因
の
規
定
方
法
に
つ
い
て
肯
定
的
に
捉

え
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
本
稿
の
立
場
は
や
は
り
過
剰
管
轄
に
陥
り
や
す
い
一
項
の
規
定
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
た

め
、
こ
の
論
者
の
考
え
に
全
て
賛
同
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
二
項
の
規
定
が
あ
る
こ
と
で
、
一
項
が
い
か
に
理
想
的
な

管
轄
原
因
に
関
す
る
規
定
で
あ
ろ
う
と
も
、
外
国
に
住
所
を
有
し
台
湾
と
の
関
連
が
な
い
被
告
を
相
手
と
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告

の
救
済
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

�
台
湾
の
裁
判
例

上
述
の
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
事
事
件
法
五
三
条
二
項
の
規
定
内
容
は
不
十
分
な
規
定
で
あ
る
が
、
台
湾
の
実
務
に
お
い
て
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は
、
五
三
条
二
項
の
被
告
の
応
訴
不
便
の
規
定
を
不
便
利
法
廷
原
則
と
同
様
の
も
の
だ
と
直
接
的
に
捉
え
る
裁
判
例
も
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
裁
判
例
は
日
本
と
関
係
す
る
事
案
で
あ
る
た
め
、
以
下
に
臺
灣
臺
北
地
方
法
院
一
〇
一
年
度
婚
字
第
六
〇
號
家
事
裁
定
を
紹
介
す

る
。｢
台
湾
国
籍
の
原
告
と
日
本
国
籍
の
被
告
が
民
国
九
二
年

(

二
〇
〇
三
年)

一
二
月
二
日
に
日
本
に
お
い
て
結
婚
し
、
横
浜
市
南

区
に
居
住
し
て
い
た
。
被
告
は
婚
姻
後
一
度
も
台
湾
に
入
国
し
た
こ
と
は
な
く
、
現
在
日
本
の
愛
知
県
に
て
服
役
中
で
あ
る
。
原
告
提

出
の
戸
籍
謄
本
お
よ
び
被
告
の
日
本
の
戸
籍
資
料
…
…
…
に
よ
る
と
、
当
該
夫
婦
の
住
所
は
日
本
の
横
浜
に
あ
り
、
別
居
の
事
実
も
日

本
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
。
我
が
国
の
法
院
の
管
轄
を
認
め
る
な
ら
ば
、
当
事
者
及
び
本
国
の
法
廷
の
訴
訟
負
担
を
増
加
さ
せ
る
に

違
い
な
く
、
被
告
に
対
し
て
訴
訟
権
の
保
護
も
ま
た
十
分
で
は
な
い
。
か
つ
、
両
当
事
者
の
婚
姻
後
の
住
所
は
日
本
で
あ
り
、
も
し
我

が
国
の
法
院
の
管
轄
を
認
め
る
な
ら
ば
、
証
拠
の
調
査
と
訴
訟
手
続
の
進
行
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
本
国
法
院
の
労
力
、
時
間
と
費

用
を
理
由
な
く
消
費
し
、
法
廷
地
の
納
税
者
の
負
担
に
つ
い
て
も
ま
た
、
不
公
平
で
あ
る
。
一
〇
一
年
六
月
一
日
施
行
の
家
事
事
件
法

五
三
条
一
項
第
一
号
は
、
夫
婦
の
一
方
が
中
華
民
国
人
で
あ
る
と
き
に
婚
姻
事
件
は
中
華
民
国
法
院
が
管
轄
す
る
と
明
文
で
規
定
し
て

い
る
が
、
同
条
第
二
項
は
さ
ら
に
、
被
告
が
中
華
民
国
に
お
い
て
応
訴
す
る
の
が
明
ら
か
に
不
便
な
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用

し
な
い
と
明
文
で
規
定
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、｢

不
便
利
法
廷
原
則｣

を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
被
告
は
日
本
で
服
役

中
で
あ
り
、
我
が
国
の
法
院
で
応
訴
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
便
で
あ
る
か
ら
、
我
国
法
院
は
本
件
訴
訟
に
対
す
る
管
轄
権
が
な
い
と

認
め
る
べ
き
で
あ
る
。｣

こ
の
裁
判
例
は
、
家
事
事
件
法
五
三
条
を
参
照
す
る
部
分
に
お
い
て
、
五
三
条
一
項
第
二
号
の
夫
婦
の
一
方
が
中
華
民
国
人
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
る
が
、
二
項
に
よ
り
日
本
で
服
役
中
の
日
本
人
被
告
が
台
湾
で
応
訴
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
困
難

で
あ
る
こ
と
か
ら
管
轄
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
裁
判
で
注
目
で
き
る
の
は
、
同
規
定
を
適
用
す
る
前
に
、｢

不
便

利
法
廷
原
則｣

の
一
般
法
理
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
経
済
的
な
観
点
の
様
々
な
要
素
を
同
原
則
の
基
準
と
し
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て
考
慮
し
、
家
事
事
件
法
五
三
条
二
項
の
被
告
の
応
訴
不
便
を
そ
の
後
に
参
照
し
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の
事
案
の
事
実
は
、

被
告
の
日
本
で
の
服
役
中
と
い
う
明
ら
か
な
応
訴
不
便
の
事
案
で
あ
り
、
裁
判
官
は
家
事
事
件
法
五
三
条
に
言
及
す
る
の
み
で
も
よ
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
文
に
お
い
て
不
便
利
法
廷
原
則
の
一
般
論
を
確
認
し
た
の
は
、
家
事
事
件
法
五
三
条
二
項

の
規
定
を
裁
判
官
は
不
便
利
法
廷
原
則
と
捉
え
つ
つ
も
、
規
定
自
体
に
対
し
て
全
く
問
題
な
し
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

４

他
の
家
事
事
件
に
お
け
る
五
三
条
の
準
用

家
事
事
件
法
に
お
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
規
定
は
、
第
五
三
条
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は

｢

婚
姻
事
件｣

に
関
す
る
管
轄
規

定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
事
事
件
法
で
は
、
他
の
国
際
家
事
事
件
に
つ
い
て
も
準
用
す
る
規
定
が
あ
り
、
こ
の
準
用
可
能
事
件

は
、｢

親
子
関
係
事
件

(�)｣

及
び

｢

婚
姻
非
訟
事
件

(�)｣

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
親
子
関
係
事
件
に
お
け
る
五
三
条
の
準
用
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
六
九
条
に
お
い
て
、
渉
外
親
子
関
係

事
件
に
つ
い
て
の
五
三
条
の
準
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
準
用
に
よ
っ
て
、｢

子｣

、｢

養
子｣

、｢

父｣

、｢

母｣

、｢

養
父｣

若
し
く
は

｢

養
母｣

の

｢

一
方
の
国
籍｣

、｢

住
、
居
所
地｣

或
い
は

｢
一
方
の
経
常
居
所
地｣

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
は
国
際
管
轄
原
因
に
な
り
得
る

こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
養
父
母
が
原
告
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
の

｢

国
籍｣

や

｢

住
所
地｣

な
ど
の
管
轄
原
因
が

台
湾
に
あ
れ
ば
、
子
供
が
台
湾
に
住
所

(�)
や
居
所
な
ど
を
持
た
な
く
て
も
、
台
湾
で
提
訴
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
渉
外
親
子

関
係
事
件
の
問
題
で
あ
る
の
に
、
夫
婦
間
の
婚
姻
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
準
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、｢

子
の

利
益｣

を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
観
点
か
ら
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
個
別
事
案
の
具
体
的
な
適

用
に
お
い
て
は
、
子
の
福
祉
の
考
え
か
ら
あ
る
程
度
の
調
整
が
必
要
と
な
ろ
う
。
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５

併
合
請
求
の
裁
判
籍

第
四
一
条

関
連
請
求
の
併
合

数
個
の
家
事
事
件
、
又
は
家
事
事
件
及
び
家
事
非
訟
事
件
に
つ
い
て
、
請
求
の
基
礎
と
な
る
事
実

(

請
求
原
因
事
実)

が
関
連

す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
五
三
条
及
び
二
四
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
請
求
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
少
年

及
び
家
事
裁
判
所
に
そ
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
場
合
に
、
第
一
審
或
い
は
第
二
審
の
口
頭
弁
論
の
終
結
に
至
る
ま
で
、
請
求
の
変
更
若
し
く
は
追
加
、
又
は
反
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

以
下
省
略)

家
事
事
件
に
お
け
る
同
一
当
事
者
間
の
紛
争
を
包
括
的
に
解
決
す
る
必
要
性
か
ら
、
台
湾
の
家
事
事
件
法
に
も
、
併
合
請
求
に
関
す

る
規
定
の
四
一
条
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
請
求
間
に
一
定
の
関
連
性
が
あ
り
、
台
湾
の
裁
判
所
が
一
つ
の
請
求
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有

す
る
場
合
に
は
、
他
の
請
求
に
関
し
て
独
立
の
管
轄
権
を
有
し
な
く
て
も
、
管
轄
権
を
有
す
る
。
た
と
え
ば
、
婚
姻
事
件
に
関
す
る
請

求
と
そ
の
事
件
に
係
る
請
求
の
原
因
で
あ
る
事
実
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
の
併
合

(

数
個
の
家
事
事
件)

や
、
離
婚
訴
訟
と

親
権
者
の
指
定
の
併
合
請
求

(

家
事
事
件
及
び
家
事
非
訟
事
件)
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
一
般
財
産
権
に
お
け
る
併
合
請
求
と
の
違
い
は
、｢

専
属
管
轄｣

若
し
く
は

｢

同
種
の
訴
訟
手
続
き｣

に
か
か
わ
ら
ず
、
請

求
が
併
合
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
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三

日
本
の
国
際
離
婚
訴
訟
を
め
ぐ
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
法
状
況

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
か
ら

１

日
本
の
国
際
離
婚
訴
訟
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
こ
れ
ま
で
の
概
要

日
本
は
、
周
知
の
と
お
り
、
国
際
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
明
文
規
定
を
こ
れ
ま
で
有
し
て
お
ら
ず
、
た
と
え

ば
国
際
離
婚
事
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
九
年
最
高
裁
判
決

(

最
大
判
昭
和
三
九
年
三
月
二
五
日)

お
よ
び
平
成
八
年
最
高
裁
判
決

(

最
判
平
成
八
年
六
月
二
四
日)
を
中
心
と
し
た
判
例
法
理
に
よ
っ
て
判
断
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
現
在
は
、
以
下
に
見
る
現

在
進
行
中
の
立
法
作
業
に
お
い
て
も
基
本
的
に
判
例
法
理
の
考
え
方
も
取
り
入
れ
な
が
ら
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
最
高
裁

判
決
は
、
ま
ず
、
原
則
と
し
て
離
婚
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
も
被
告
住
所
地
で
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
国
際
身
分
関
係
問
題
は

そ
の
人
の
身
分
や
生
活
全
般
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
た
め
、
原
告
救
済
に
一
定
の
比
重
も
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
離
婚
な
ど
の
争
訟
性
の
高
い
事
件
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
で
は
、
被
告
住
所
地
管
轄
だ
け

で
な
く
原
告
側
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
、
原
告
の
住
所
地
に
も
国
際
裁
判
管
轄
を
例
外
的
に
肯
定
す
べ
き
と
き
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
日
本
の
管
轄
を
肯
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
昭
和
三
九
年
最
高
裁
判
決
は
、
元

日
本
人
の
朝
鮮
籍
の
妻
か
ら
朝
鮮
籍
の
夫
へ
の
離
婚
の
訴
え
に
つ
い
て
、｢

原
告
が
遺
棄
さ
れ
た
場
合
、
被
告
が
行
方
不
明
で
あ
る
場

合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合｣

を
挙
げ
た
。
一
方
、
平
成
八
年
最
高
裁
判
決
は
、
日
本
人
夫
と
ド
イ
ツ
人
妻
と
の
間
の
国
際
離
婚
に

つ
い
て
の
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
基
準
の
理
念
と
し
て
、｢

当
事
者
間
の
公
平
や
裁
判
の
適
正
・
迅
速
の
理
念｣

を
掲
げ
て
、
条
理
に

よ
っ
て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
国
際
裁
判
管
轄
の
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
被
告
の
住
所
地
に
管
轄
を
肯
定
す
る
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の
は
当
然
と
し
た
上
で
、
他
方
お
い
て
被
告
が
日
本
に
住
所
を
有
さ
な
く
と
も
、｢

原
告
が
被
告
の
住
所
地
国
に
離
婚
請
求
訴
訟
を
す

る
こ
と
に
つ
き
法
律
上
又
は
事
実
上
の
障
害
が
あ
る
か
ど
う
か
及
び
そ
の
程
度
も
考
慮
し
、
離
婚
を
求
め
る
原
告
の
権
利
保
護
に
欠
け

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
し
て
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
既
に
ド
イ
ツ
人
妻
か
ら

日
本
人
夫
に
対
し
て
離
婚
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
判
決
が
確
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
判
決
は
公
示
送
達
が
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
日
本
の
承
認
要
件
を
欠
く

(

民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
二
号)

た
め
、
日
本
で
は
そ
の
離
婚
の
効
力
が
認
め

ら
れ
ず
婚
姻
が
終
了
し
て
い
な
い
と
し
て
、
本
件
に
つ
き
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が
条
理
に
か
な
う
と
し
た

(�)

。

こ
れ
ら
の
判
例
の
考
え
は
、
基
本
的
に
は
、
現
在
の
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
法
案
に
お
い
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
新
し
い

観
点
も
取
り
入
れ
な
が
ら
立
法
作
業
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
一
方
で
、
上
記
昭
和
三
九
年
最
高
裁
判
決
の
ル
ー
ル
が
、
例
外

と
し
て
我
が
国
に
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
要
素
の
認
定
基
準
が
肥
大
化
し
て
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
批
判
な
ど
も

あ
り
、
新
し
い
立
法
に
お
い
て
は
、
過
剰
管
轄
に
な
ら
な
い
こ
と
を
非
常
に
留
意
し
な
が
ら
作
業
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
現

在
の
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
立
法
案
が
が
、
ど
の
よ
う
に
判
例
を
取
り
入
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
、
次
に
見
て
行
こ
う
。

２

新
し
い
立
法
案

(

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案)

�
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
の
概
要

｢

人
事
訴
訟
事
件
及
び
家
事
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
法
制
の
整
備
に
関
す
る
要
綱｣

(

以
下
、
要
綱)

を
経
て
、
人
事
訴
訟
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
以
下
の
と
お
り
公
布
さ
れ
た
。
要
綱
の
検
討
段
階
で
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
類
型
に
対
し
て
管
轄
規
定

を
置
く
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
以
下
の

｢

人
事
訴
訟
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案｣

(

以
下
、
法
案)

で
は
、
人
事
訴

論 説

(熊本法学141号 '17) 120



訟
事
件
に
つ
い
て
は
、
ま
と
め
て
三
条
の
二
の
一
つ
の
規
定
で
処
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
人
事
訴
訟
事

件
と
は
、
当
事
者
が
原
告
と
被
告
に
分
か
れ
て
対
立
し
て
争
訟
性
の
あ
る
類
型
、
す
な
わ
ち
離
婚
、
婚
姻
無
効
、
嫡
出
否
認
、
認
知
等

の
訴
え
に
関
す
る
裁
判
で
あ
る

(

人
訴
法
二
条)

。

法
案
で
は
、
人
事
に
関
す
る
訴
え
の
管
轄
権
と
し
て
、
人
事
訴
訟
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
一
般
の
規
定
が
三
条
の
二
に
お
い

て
設
け
ら
れ
る
ほ
か
、
離
婚
に
関
し
て
生
じ
る
請
求
た
と
え
ば
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
や
親
権
者
指
定
な
ど
に
つ
い
て
は
従
来
準

拠
法
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
扱
っ
て
い
た
が
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
三
条
の
三
お
よ
び
四
で
併
合
管
轄
を
肯
定
し
て
す
べ
て
離
婚

に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
財
産
関
係
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
と
並
行
す
る
よ
う

に
、
法
案
に
お
い
て
も
、
三
条
の
五
に
お
い
て
特
別
の
事
情
に
よ
る
訴
え
の
却
下
の
明
文
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
本
法
案
の

特
徴
と
言
え
る
。

�
人
事
に
関
す
る
訴
え

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

(

人
事
に
関
す
る
訴
え
の
管
轄
権)

第
三
条
の
二

人
事
に
関
す
る
訴
え
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。一

身
分
関
係
の
当
事
者
の
一
方
に
対
す
る
訴
え
で
あ
っ
て
、
当
該
当
事
者
の
住
所

(

住
所
が
な
い
場
合
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
場

合
に
は
、
居
所)

が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
。

二

身
分
関
係
の
当
事
者
の
双
方
に
対
す
る
訴
え
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
又
は
双
方
の
住
所

(

住
所
が
な
い
場
合
又
は
住
所
が
知
れ
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な
い
場
合
に
は
、
居
所)

が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
。

三

身
分
関
係
の
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
他
の
一
方
が
そ
の
死
亡
の
時
に
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
き
。

四

身
分
関
係
の
当
事
者
の
双
方
が
死
亡
し
、
そ
の
一
方
又
は
双
方
が
そ
の
死
亡
の
時
に
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
き
。

五

身
分
関
係
の
当
事
者
の
双
方
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
と
き

(

そ
の
一
方
又
は
双
方
が
そ
の
死
亡
の
時
に
日
本
の
国
籍
を
有
し

て
い
た
と
き
を
含
む
。)

。

六

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
身
分
関
係
の
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
当
該
身
分
関
係
の
当
事
者
が
最
後
の
共
通
の

住
所
を
日
本
国
内
に
有
し
て
い
た
と
き
。

七

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
身
分
関
係
の
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
他
の
一
方
が
行
方
不
明
で
あ
る
と
き
、
他
の

一
方
の
住
所
が
あ
る
国
に
お
い
て
さ
れ
た
当
該
訴
え
に
係
る
身
分
関
係
と
同
一
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
の
訴
え
に
係
る
確
定
し

た
判
決
が
日
本
国
で
効
力
を
有
し
な
い
と
き
そ
の
他
の
日
本
の
裁
判
所
が
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
衡
平
を

図
り
、
又
は
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
の
実
現
を
確
保
す
る
こ
と
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

①
被
告
の
住
所

三
条
の
二
の
第
一
号
お
よ
び
二
号
は
、
被
告
住
所
地
管
轄
を
規
定
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
裁
判
例
と
同
様
、
ま
ず
第
一
号
に
お

い
て
被
告
住
所
地
主
義
を
採
用
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
第
二
号
で
は
、
身
分
関
係
の
当
事
者
の
双
方
に
対
す
る
訴
え

(

た
と
え
ば
、
第
三
者
が
当
該
夫
婦
の
婚
姻
無
効
を
訴
え
る
な
ど)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
夫
婦
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
方
の
住
所
が
日

本
に
あ
る
と
き

(

夫
婦
双
方
の
住
所
が
日
本
に
あ
る
時
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る)
に
つ
い
て
も
日
本
の
管
轄
権
を
認
め
る
規
定
を
設
け
ら

れ
た
。
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②
身
分
関
係
の
当
事
者
の
死
亡
時
の
国
籍

三
条
の
二
の
第
三
号
お
よ
び
四
号
は
、
身
分
関
係
の
当
事
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
事
案
、
た
と
え
ば
死
後

認
知
の
よ
う
な
当
事
者
が
死
亡
し
て
い
る
際
に
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
や
、
親
子
関
係
の
存
否
の
よ
う
に
当
事
者
の
死
後
に
も
問
題
と
な

り
得
る
ケ
ー
ス
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
死
亡
時
の
国
籍
が
日
本
で
あ
る
場
合
に
管
轄
原
因
を
肯
定
す
る
。

③
身
分
関
係
の
当
事
者
の
国
籍

身
分
関
係
の
当
事
者
の
国
籍
が
日
本
で
あ
る
場
合
に
管
轄
を
肯
定
す
る
規
定
と
し
て
三
条
の
二
第
五
号
に
、
当
事
者
双
方
の
国
籍
が

日
本
で
あ
る
と
き
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
一
方
当
事
者
の
み
の
国
籍
が
日
本
で
あ
る
だ
け
で
管
轄
原
因
を
認
め
る

と
過
剰
管
轄
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
双
方
に
つ
い
て
日
本
国
籍
で
あ
る
と
き
を
条
件
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
台
湾
の
家
事
事
件
法
五
三
条
一
号
は
夫
婦
の
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
国
籍
で
あ
る
場
合
に
管
轄
を
肯
定
す
る
た
め
、

大
き
く
異
な
る
。

④
原
告
の
住
所

三
条
の
二
第
六
号
お
よ
び
七
号
は
、
原
告
の
住
所
が
日
本
に
あ
る
場
合
を
管
轄
原
因
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
過
剰
管
轄
と
な
る

た
め
、
さ
ら
に
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
加
え
て
管
轄
を
肯
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
六
号
は
、(

ａ)
｢

当
該
身
分
関
係
の
当
事

者
が
最
後
の
共
通
の
住
所
を
日
本
国
内
に
有
し
て
い
た
と
き｣

、
そ
し
て
第
七
号
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
身
分
関
係
の
当
事
者

の
一
方
か
ら
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
、(

ｂ)

他
の
一
方
が
行
方
不
明
で
あ
る
と
き
、(

ｃ)

他
の
一
方
の
住
所
地
国
で
下
さ
れ
た

当
該
訴
え
と
同
一
の
身
分
関
係
の
訴
え
に
関
す
る
確
定
判
決
が
日
本
国
で
効
力
を
有
し
な
い
と
き
、
そ
し
て

(

ｄ)

そ
の
他
の
日
本
の
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裁
判
所
が
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
衡
平
を
図
り
、
又
は
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
の
実
現
を
確
保
す
る
こ
と
と
な
る

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
で
あ
る
。

昭
和
三
九
年
最
高
裁
判
決
の
被
告
住
所
地
原
則
の
例
外
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
事
項
の
一
つ
で
あ
る
、
被
告
の
行
方
不
明
が
今
回
の
法

案
に
お
い
て
上
に
示
し
た

(

ｂ)

の
よ
う
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
成
八
年
最
高
裁
判
決
の
い
わ
ゆ
る
緊
急
管
轄
の
よ
う
な

例
外
的
な
事
情
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
国
際
裁
判
管
轄
の
条
理
で
あ
る
指
導
理
念
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
上
で

(

ｃ)

(

ｄ)

と
し
て
挙
げ
た
よ
う
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
九
年
基
準
の
例
外
の
肥
大
化
に
関
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
法
案
の
明
文

上
は
一
部
の
被
告
の
行
方
不
明
の
み
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
遺
棄
お
よ
び
そ
の
他
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
九
年
の
事
案
の
よ

う
に
帰
国
後
の
訴
え
で
な
く
、
か
り
に
日
本
で
婚
姻
生
活
を
し
て
い
た
が
そ
の
後
外
国
に
被
告
が
移
り
住
み
原
告
が
遺
棄
さ
れ
た
よ
う

な
場
合
に
は
、(

ａ)

に
よ
る
管
轄
を
肯
定
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は

(

ｄ)

の
当
事
者
間
の
衡
平
・
お
よ
び
裁
判
の
適
正
に
よ
る

判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

�
併
合
管
轄

(

関
連
請
求
の
併
合
に
よ
る
管
轄
権)

第
三
条
の
三

一
の
訴
え
で
人
事
訴
訟
に
関
わ
る
請
求
と
当
該
請
求
の
原
因
で
あ
る
事
実
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
に
関
す
る

請
求

(

当
該
人
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
他
の
一
方
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。)

を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
の

裁
判
所
が
当
該
人
事
訴
訟
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
と
き
に
限
り
、
日
本
の
裁
判
所
に
そ
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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(

子
の
監
護
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
に
係
る
事
件
等
の
管
轄
権)

第
三
条
の
四

裁
判
所
は
、
日
本
の
裁
判
所
が
婚
姻
の
取
消
し
又
は
離
婚
の
訴
え
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
と
き
は
、
第
三
二
条

第
一
項
の
子
の
監
護
者
の
指
定
そ
の
他
の
子
の
監
護
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
同
条
第
三
項
の
親
権
者
の
指
定
に
つ
い
て

の
裁
判
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
、
管
轄
権
を
有
す
る
。

２

裁
判
所
は
、
日
本
の
裁
判
所
が
婚
姻
の
取
消
し
又
は
離
婚
の
訴
え
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
家
事
事
件
法

手
続
法

(

平
成
二
三
年
法
律
第
五
二
号)

第
三
条
の
一
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
二
条
第
一
項
の
財
産
の
分
与

に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
、
管
轄
権
を
有
す
る
。

現
在
提
出
さ
れ
て
い
る
法
案
で
は
、
人
事
訴
訟
に
係
る
訴
え
、
婚
姻
の
取
消
し
又
は
離
婚
の
訴
え
に
際
し
て
、
併
合
管
轄
の
明
文
規

定
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
事
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
当
該
請
求
と
同
じ
請
求
原
因
事
実
か
ら
生
じ
た
損
害
賠
償
請

求

(

三
条
の
三)

、
離
婚
や
婚
姻
の
取
消
し
と
と
も
に
生
じ
る
親
権
者
指
定
あ
る
い
は
子
の
監
護
に
関
す
る
処
分

(

例
え
ば
子
の
監
護

者
の
指
定
、
面
会
交
流
な
ど)

の
併
合

(

三
条
の
四)
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
で
後
に
検
討
す
る
台
湾
の
事
案
に
関
連
し
て
、
こ
の
婚
姻
の
取
消
又
は
離
婚
の
訴
え
に
伴
う
親
権
者
指
定
に
つ
い
て
こ
こ
で
若

干
の
言
及
を
し
て
お
き
た
い
。
今
回
の
法
案
に
よ
り
、
従
来
か
ら
論
点
と
な
っ
て
き
た
離
婚
に
伴
う
子
の
親
権
者
指
定
に
つ
い
て
も
、

離
婚
・
婚
姻
取
消
し
と
同
時
審
理
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
に
つ
い
て
同
時
解
決
が
可
能
と
な
る
。

｢

子
の
福
祉｣

を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
子
の
生
活
関
係
と
は
関
連
の
な
い
国
に
そ
も
そ
も
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
判
断
に
傾
き
、
一
方
で
、
親
権
者
指
定
の
問
題
が
、
離
婚
に
付
随
し
て
生
ず
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
離
婚
の
国
際

裁
判
管
轄
が
日
本
で
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
仮
に
子
ど
も
が
居
住
し
な
い
と
し
て
も
日
本
で
の
管
轄
を
認
め
て
も
よ
い
と
い
う
判
断
に

日本および台湾からみる国際離婚訴訟に関する国際裁判管轄について

(熊本法学141号 '17)125



な
り
得
る
。
し
か
し
、
法
案
に
お
い
て
は
、
子
の
住
所
が
日
本
に
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
文
上
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
後
者
の
考
え
方
を
法
案
は
採
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
た
と
え
ば
、
準
拠
法
問
題
に
お
い
て
、

｢

子
の
福
祉｣

を
養
子
縁
組
は
縁
組
後
に
養
親
の
下
で
生
活
を
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
養
親
の
本
国
を
連
結
点
と
す
る

(

法
の
適
用

に
関
す
る
通
則
法
三
一
条)

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
離
婚
を
し
た
後
に
子
の
親
権
者
と
し
て
誰
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
判
断
す

る
親
権
者
指
定
の
問
題
に
つ
い
て
離
婚
と
同
時
に
審
理
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
子
の
早
期
の
安
定
し
た
生
活
に
も
資
す
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
離
婚
に
付
従
連
結
さ
せ
る
こ
と
で
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
後
の
三
条
の
五
に
お
い
て
未
成
年
子
の
利
益

を
考
慮
し
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
さ
れ
、
日
本
で
の
国
際
裁
判
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

�
特
別
の
事
情
に
よ
る
訴
え
の
却
下

(

特
別
の
事
情
に
よ
る
訴
え
の
却
下)

第
三
条
の
五

裁
判
所
は
、
訴
え
に
つ
い
て
日
本
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
事
案
の
性
質
、

応
訴
に
よ
る
被
告
の
負
担
の
程
度
、
証
拠
の
所
在
地
、
当
該
訴
え
に
係
る
身
分
関
係
の
当
事
者
間
の
成
年
に
達
し
な
い
子
の
利
益
そ
の

他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
衡
平
を
害
し
、
ま
た
は
適
正
か
つ
迅
速
な
審

理
の
実
現
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
訴
え
の
全
部
又
は
一
部
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
案
は
、
人
訴
法
三
条
の
二
か
ら
四
の
い
ず
れ
か
の
管
轄
原
因
が
あ
り
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
事
案
で
あ
っ
て
も
、

三
条
の
五
に
お
い
て
、
財
産
法
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
三
条
の
九
と
同
様
の
特
別
の
事
情
に
よ
る
訴
え
の
全
部

又
は
一
部
の
却
下
を
採
用
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
却
下
す
べ
き
と
き
と
は
、｢

事
案
の
性
質
、
応
訴
に
よ
る
被
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告
の
負
担
の
程
度
、
証
拠
の
所
在
地
、
当
該
訴
え
に
係
る
身
分
関
係
の
当
事
者
間
の
成
年
に
達
し
な
い
子
の
利
益
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
し
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
衡
平
を
害
し
、
ま
た
は
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
の
実
現
を
妨

げ
る
こ
と
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き｣

で
あ
り
、
人
事
訴
訟
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
も
、
全
体
と
し
て
の
国
際

裁
判
管
轄
の
判
断
枠
組
み
を
、
財
産
関
係
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
と
同
じ
も
の
に
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
法
案
で
は
、
人
事
訴
訟
事

件
、
家
事
事
件
で
あ
る
特
性
か
ら
、
民
訴
法
三
条
の
九
と
同
様
の
事
情
に
加
え
て
、｢

成
年
に
達
し
な
い
子
の
利
益｣

が
加
え
ら
れ
て

い
る
点
で
、
文
言
上
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
訴
法
三
条
の
九
に
し
て
も
、
人
訴
法
の
法
案
三
条
の
五
に
し
て
も
、

日
本
の
管
轄
を
否
定
す
べ
き
特
別
の
事
情
の
例
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
挙
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
基
本
的
に
は
両
者
は
同
様

の
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四

日
台
婚
姻
事
件
の
台
湾
判
例

台
湾
新
北
地
方
法
院
一
〇
三
年
度

(

二
〇
一
四
年)

婚
字
第
三
三
一
号
判
決

本
章
で
は
、
日
本
人
と
台
湾
人
間
の
離
婚
に
つ
い
て
台
湾
で
争
わ
れ
た
台
湾
新
北
地
方
法
院
一
〇
三
年
度

(

二
〇
一
四
年)

婚
字
第

三
三
一
号
判
決
を
検
討
す
る
。
台
湾
の
家
事
事
件
法
五
三
条
制
定
後
の
近
年
の
裁
判
例
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
台
湾
家
事
事
件
法
五
三
条

が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
日
本
の
新
し
い
法
案
か
ら
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
が
ど
の
よ
う
な
結
論
と
な
り
、
日
台
の
国

際
裁
判
管
轄
規
定
か
ら
ど
れ
だ
け
の
違
い
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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１

裁
判
例
の
概
要

台
湾
新
北
地
方
法
院
一
〇
三
年
度

(

二
〇
一
四
年)

婚
字
第
三
三
一
号
判
決

�
事
実

原
告
は
二
〇
一
二
年
五
月
三
〇
日
に
台
湾
で
日
本
国
籍
の
被
告
男
性
と
結
婚
し
、
共
同
住
所
を
新
北
市
に
設
定
し
た
。
し
か
し
、
被

告
は
結
婚
後
に
す
ぐ
日
本
に
帰
国
し
た
。
被
告
が
原
告
と
居
住
し
た
の
は
、
両
者
の
子
女
Ａ
が
出
生
し
た
後
の
二
〇
一
二
年
九
月
と
二

〇
一
三
年
四
月
間
に
台
湾
に
戻
っ
た
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
約
七
日
と
一
〇
日
ほ
ど
居
住
し
た
の
み
で
あ
る
。
被
告
は
不
定
期
に
日

本
円
数
万
円
を
原
告
に
振
り
込
ん
だ
が
、
原
告
は
ひ
と
り
で
幼
児
の
世
話
と
家
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
長
期
的
に
安
定
し
た
職
に

つ
け
ず
、
被
告
が
振
込
し
た
金
額
で
は
家
庭
生
活
費
と
扶
養
費
を
満
足
で
き
て
い
な
い
。
原
告
は
電
話
で
被
告
と
連
絡
を
し
た
が
、
被

告
は

｢

養
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
養
わ
な
く
て
い
い｣

な
ど
、
自
身
の
責
任
か
ら
逃
が
れ
、
さ
ら
に
は
、
日
本
語
で

｢

バ
カ
、
く
そ
野

郎｣

等
と
原
告
に
怒
鳴
り
つ
け
た
り
も
し
た
。
そ
の
上
、
原
告
と
の
電
話
を
拒
否
し
、
被
告
の
電
話
番
号
ま
で
変
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、

原
告
は
被
告
と
連
絡
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
被
告
は
正
当
な
理
由
な
く
日
本
国
に
帰
国
し
、
台
湾
に
帰
っ
て
こ
な
い
。
同
居
義

務
及
び
家
庭
生
活
費
の
負
担
義
務
も
果
た
し
て
い
な
い
の
で
、
被
告
の
主
観
的
に
も
婚
姻
関
係
を
継
続
す
る
意
向
が
な
く
、
夫
婦
関
係

は
客
観
的
に
事
実
が
存
在
し
て
い
な
い
名
ば
か
り
の
関
係
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
原
告
は
新
北
市
地
方
法
院
に
訴
訟
を
提
起
し
、
次
の

よ
う
に
主
張
し
た
。

１

.

原
告
と
被
告
の
離
婚
を
求
め
る
。

２

.

両
者
の
未
成
年
子
女
Ａ
の
権
利
義
務
の
行
使
ま
た
は
負
担
を
原
告
に
認
め
る
こ
と
。

３

.
被
告
は
本
件
判
決
確
定
日
か
ら
未
成
年
子
女
Ａ
が
二
〇
歳
の
成
人
に
な
る
ま
で
、
毎
月
原
告
に
未
成
年
子
女
Ａ
の
扶
養
費
を
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
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�
判
旨

甲
、
手
続
的
な
部
分

(

一)
｢

婚
姻
事
件
が
次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
中
華
民
国
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
国
籍
で
あ
る
場
合
。｣

と
家
事
事
件
法
第
五
三
条
一
項
一
号
の
明
文
規
定
が
あ
る
。

本
件
の
原
告
は
中
華
民
国
人
で
あ
り
、
被
告
は
日
本
国
人
で
あ
る
。
上
記
規
定
に
基
づ
き
、
本
院
は
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す

る
。

(

二)

本
件
の
被
告
は
合
法
的
な
通
知
後
で
も
、
言
語
弁
論
日
に
出
頭
し
て
お
ら
ず
、
民
事
訴
訟
法
第
三
八
六
条
各
款
規
定
事
由
も
な

い
。
家
事
事
件
法
第
五
一
条
に
従
い
、
民
事
訴
訟
法
第
三
八
五
条
一
項
前
段
を
適
用
し
、
原
告
の
申
請
よ
り
、
一
方
の
弁
論
を

判
決
と
す
る
。

乙
、
実
体
的
な
部
分

(

一)

原
告
が
離
婚
を
申
請
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
離
婚
及
び
そ
の
効
力
に
基
づ
き
、
協
議
時
又
は
起
訴
時
夫
婦
共
同
の
本
国
法
に
て
、

共
同
の
本
国
法
が
な
い
場
合
、
共
同
住
所
地
法
に
従
う
。
共
同
住
所
地
法
が
な
い
場
合
は
夫
婦
の
婚
姻
関
係
が
一
番
適
切
地
の

法
律
に
従
う
こ
と
が
、
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
第
五
〇
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
件
の
原
告
は
中
華
民
国
国
民
で
あ
り
、
被

告
は
日
本
国
人
で
、
共
同
の
本
国
法
は
無
い
。
た
だ
し
、
結
婚
後
に
被
告
は
原
告
と
共
に
台
湾
で
生
活
を
し
た
の
で
、
台
湾
を

共
同
住
所
地
と
す
る
こ
と
が
判
断
で
き
、
本
件
の
離
婚
事
件
に
は
中
華
民
国
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。
原
告
は
民
法
第
一
〇
五
二

条
二
項
に
従
い
、
両
者
は
婚
姻
を
維
持
し
難
い
重
大
事
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
事
由
に
、
離
婚
判
決
を
訴
求
し
た
。
理
由
は
正

当
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
る
。

(

二)

未
成
年
子
女
の
権
利
義
務
の
行
使
負
担
事
件
に
つ
い
て
は
家
事
非
訟
事
件
に
属
す
る
。
家
事
事
件
、
又
は
家
事
訴
訟
事
件
及
び
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家
事
非
訟
事
件
請
求
の
基
礎
事
実
と
関
連
す
る
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
家
事
訴
訟
事
件
の
管
轄
権
が
あ
る
少
年
及
び
家
事
法
院

又
は
地
方
法
院
家
事
法
廷
に
併
合
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
審
又
は
第
二
審
の
口
頭
弁
論
終
了
前
に
請
求
の
変
更
、
追
加

或
は
反
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

家
事
事
件
法
第
三
条
五
項
八
号
、
第
四
一
条
一
項)

。
本
件
原
告
は
離
婚
訴
訟
と
と
も
に

未
成
年
子
女
の
権
利
義
務
の
行
使
又
は
負
担
の
裁
定
を
要
請
し
た
。
本
院
は
離
婚
の
訴
求
の
理
由
が
正
当
で
あ
り
、
こ
れ
と
と

も
に
訴
求
し
て
い
る
部
分
は
併
合
し
て
審
理
、
判
決
す
べ
き
と
認
定
す
る
。
本
院
は
両
者
対
子
女
の
扶
養
態
度
、
原
告
の
親
権

能
力
、
親
権
を
担
当
す
る
意
向
、
そ
し
て
親
子
間
の
感
情
関
係
、
現
在
の
監
護
状
況
等
の
全
て
の
事
由
を
考
慮
し
、
両
者
の
未

成
年
子
女
Ａ
の
権
利
義
務
の
行
使
又
は
負
担
は
原
告
が
単
独
で
負
う
方
が
子
女
の
最
適
利
益
と
認
定
す
る
。

(

三)

原
告
は
本
件
判
決
確
定
日
か
ら
、
原
告
は
毎
月
未
成
年
子
女
Ａ
の
扶
養
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
求
し
、
理
由
が

正
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

２

検
討

裁
判
所
は
、
本
件
の
日
本
国
籍
者
と
台
湾
国
籍
者
の
夫
婦
の
離
婚
に
関
し
て
台
湾
の
家
事
事
件
法
五
三
条
一
項
一
号
に
基
づ
い
て
、

原
告
の
国
籍
に
よ
り
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
当
事
者
の
子
ど
も
の
親
権
の
行
使
に
つ
い
て
関
連
請
求
の
併
合

を
認
め
た
。

本
件
の
国
際
離
婚
訴
訟
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
に
つ
い
て
、
日
本
の
新
し
い
人
訴
法
の
法
案
三
条
の
二
か
ら
見
る
と
、
ど

の
よ
う
な
結
論
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
日
本
の
法
案
三
条
の
二
の
被
告
住
所
地
管
轄

(

一
号)

、
当
事
者
双
方
の
国
籍
管
轄

(

五

号)

な
ど
か
ら
は
管
轄
を
肯
定
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
原
告
住
所
地
か
ら
肯
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
両
当
事
者
の
最
後
の
共
通
住
所

は
、
台
湾
の
新
北
市
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
案
三
条
の
二
第
六
号
に
よ
り
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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次
に
、
未
成
年
子
女
の
権
利
義
務
の
行
使
・
負
担
の
管
轄
の
併
合
は
、
日
本
の
新
し
い
法
案
の
第
三
条
の
四
に
よ
り
併
合
す
る
こ
と
が

可
能
と
言
え
る
。

台
湾
法
の
家
事
事
件
法
五
三
条
と
日
本
の
法
案
の
三
条
の
二
お
よ
び
三
条
の
四
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
か
ら
み
て
、
本
件
事
案
に
お
け

る
国
際
裁
判
管
轄
の
管
轄
原
因
の
根
拠
は
異
な
る
点
が
あ
る
も
の
の
、
結
論
に
お
い
て
は
、
日
本
法
か
ら
見
て
も
離
婚
の
管
轄
、
親
権

者
指
定
の
管
轄
い
ず
れ
も
台
湾
の
判
決
と
同
じ
結
果
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
事
案
の
視
点
を
変
え
て
、
両
当
事
者
が
日
本
で
結
婚
し
て
、
妻
が
帰
国
し
訴
え
た
場
合
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
の

法
案
三
条
の
二
第
六
号
に
よ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
七
号
に
お
け
る
被
告
が
行
方
不
明
と
認
定
で
き
な
け
れ
ば
、
離
婚
の
管
轄

な
し
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
被
告
が
行
方
不
明
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
、
電
話
番
号
を
変
更
し
た
だ
け
で
そ
れ
が
肯
定

で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五

分
析

日
本
法

(

人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案)

か
ら
み
た
台
湾
法

１

日
本
と
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
判
断
基
準
の
異
同

日
本
は
、
人
事
訴
訟
法
中
に
規
定
さ
れ
る
国
際
裁
判
管
轄
の
新
法
案
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
財
産
法
事
件
に
関
す
る
民
事
訴
訟

法
に
規
定
さ
れ
た
国
際
裁
判
管
轄
規
則
と
同
様
の
被
告
住
所
地
原
則
を
基
本
と
す
る

(�)
。
た
だ
し
、
立
法
案
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
新

し
い
立
場
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
に
身
分
関
係
の
当
事
者
双
方
の
本
国
管
轄
を
認
め
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
住
所
地
管
轄

と
し
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
に
原
告
の
住
所
地
管
轄
を
認
め
る
、
あ
る
い
は
、
最
後
の
共
通
住
所
地
管
轄
と
し
て
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管
轄
を
肯
定
す
る
。
第
三
と
し
て
管
轄
原
因
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
過
剰
管
轄
に
な
ら
な
い
配
慮
し
た
規
定
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
上

に
特
段
の
事
情
論
を
採
用
す
る
こ
と
で
過
剰
管
轄
の
防
止
の
た
め
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
台
湾
で
は
、
家
事
事
件
法
五
三
条
に
よ
る
と
、
被
告
住
所
地
原
則
を
基
本
と
せ
ず
、
当
事
者
の
一
方
の
み
の
本
国
管
轄
や

夫
婦
の
共
通
の
住
所
・
居
所
地
管
轄
を
認
め
た
り
す
る
。
と
り
わ
け
、
台
湾
で
訴
え
の
提
起
が
な
さ
れ
る
場
合
、
台
湾
人
が
原
告
と
な

る
こ
と
は
非
常
に
多
い
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ

(

日
本
の
裁
判
所
に
訴
え
る
の
も
日
本
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
も
も
ち
ろ
ん
で

あ
る)

、
台
湾
法
の
立
場
は
、
原
告
か
被
告
の
ど
ち
ら
か
が
中
華
民
国
国
籍
で
あ
れ
ば
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
原
告

が
台
湾
人
で
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
管
轄
原
因
が
肯
定
さ
れ
る
と
言
え
る
。
日
本
と
台
湾
を
比
べ
る
と
、
規
定
上
は
、

台
湾
の
ほ
う
が
管
轄
原
因
か
な
り
広
い
の
は
間
違
い
な
い
。
過
剰
管
轄
に
対
し
て
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
日
本
の
管
轄
の

規
定
に
対
し
て
、
台
湾
の
規
定
は
原
告
の
救
済
、
跛
行
的
身
分
関
係
の
防
止
に
資
す
る
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
、
日
台
の
国

際
裁
判
管
轄
の
判
断
基
準
に
対
す
る
基
本
的
考
え
は
真
反
対
と
も
言
え
る
。

２

日
本
の
立
法
に
お
い
て
管
轄
を
広
く
す
べ
き
か
、
狭
く
す
る
か

台
湾
の
家
事
事
件
法
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
立
法
で
国
際
裁
判
管
轄
を
広
く
す
べ
き
か
、
狭
く
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
は
、
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
念
だ
け
で
な
く
、
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
に
お
け
る
間
接
管
轄
と
の
関

係
も
密
接
に
な
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
般
論
と
し
て
、
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
広
く
す
る
あ
る
い
は
狭
く
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
日

本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
広
く
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
身
分
関
係
の
救
済
を
求
め
る
当
事
者
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
や
、
外
国
裁
判

所
で
日
本
の
判
決
が
承
認
さ
れ
る
可
能
性
が
広
が
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
よ
り
狭
い
管
轄
し
か
認
め
な
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い
国
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
判
決
は
外
国
で
承
認
さ
れ
に
く
い
。
一
方
で
、
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
狭
く
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、

過
剰
管
轄
の
防
止
が
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
議
論
や
現
在
の
明
文
化
作
業
に
お

い
て
、
過
剰
管
轄
の
防
止
は
常
に
考
慮
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
日
本
は
、
こ
の
観
点
に
留
意
し
な
が
ら
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
基

準
を
謙
抑
的
に
規
定
す
る
道
を
選
ん
だ
。

日
本
の
被
告
住
所
地
原
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
原
告
の
要
素
の
考
慮
に
つ
い
て
過
剰
管
轄
を
非
常
に
考
慮
し
た
規
定
ぶ

り
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
昭
和
五
一
年
一
月
一
四
日
民
二
大
二
八
〇
号

法
務
省
民
事
局
通
達
か
ら

(�)
す
る
と
、
外
国
判
決
に
基
づ
く
報
告
的
離
婚
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
台
湾
の
判
決
が
民
事
訴
訟
法
第
一

一
八
条
の
条
件
を
欠
い
て
い
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
受
理
し
て
差
し
支
え
な
い
と
す
る
戸
籍
実
務
上
の

処
理
に
お
い
て
通
常
は
台
湾
の
判
決
は
承
認
さ
れ
、
実
質
的
な
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
台
湾
と
の
関
係
で
は
、
日

本
か
ら
見
る
と
、
国
際
家
事
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
日
本
と
は
真
反
対
の
原
告
の
本
国
管
轄
を
原
則
的
扱
い
と
す
る
明
文
規

定
が
二
〇
一
二
年
に
制
定
さ
れ
た
た
め
、
台
湾
の
判
決
が
、
日
本
で
間
接
管
轄
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
の
承
認
可
能
性
を
ど
の

よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
、
理
論
上
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

台
湾
の
学
者
か
ら
の
台
湾
の
家
事
事
件
法
五
三
条
が
過
剰
管
轄
で
あ
る
と
の
批
判
は
、
た
し
か
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う

(�)

。
一
方
、
日
本

の
目
か
ら
み
る
と
、
国
際
身
分
関
係
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
救
済
の
観
点
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
原
告
管
轄
を
肯
定

す
る
よ
う
考
慮
す
べ
き
だ
と
の
見
解

(�)
も
あ
り
、
本
稿
で
紹
介
し
た
台
湾
の
家
事
事
件
法
五
三
条
の
規
定
は
、
国
際
身
分
関
係
の
国
際
裁

判
管
轄
の
在
り
方
と
し
て
、
一
つ
の
参
考
に
な
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
現
在
の
日
本
の
法
案
は
、
台
湾
の
よ
う
な
広

い
原
告
管
轄
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
一
見
す
る
と
真
反
対
の
判
断
基
準
を
持
つ
日
台
両
国
の
国
際
裁
判
管
轄
規
定
は
、
日
本
の
立

場
か
ら
見
れ
ば
、
実
務
上
は
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
の
観
点
か
ら
は
け
し
て
悪
い
状
況
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
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日
本
は
、
規
定
上
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
よ
り
厳
し
い
管
轄
基
準
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
判
決
は
、
ほ
ぼ
常
に
台
湾

に
お
い
て
間
接
管
轄
が
成
立
す
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
上
述
の
と
お
り
、
日
本
の
戸
籍
実
務
上
、
台
湾
の
判
決
は
、
明

ら
か
に
民
訴
法
一
一
八
条
の
要
件
を
欠
く
の
で
な
い
か
ぎ
り
承
認
す
る
扱
い
を
行
っ
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
以
降
は
台
湾
の
か
な
り

広
範
囲
な
管
轄
原
因
を
認
め
る
明
文
規
定
が
存
在
す
る
た
め
に
、
台
湾
の
判
決
を
日
本
で
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
が
生
じ

得
、
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。

六

お
わ
り
に

台
湾
に
お
け
る
国
際
離
婚
訴
訟
に
つ
い
て
の
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
で
あ
る
家
事
事
件
法
五
三
条
は
、
そ
の
条
文
の
基
本
的
立
場
か

ら
し
て
日
本
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
を
見
る
限
り
、
明
文
上
は
管
轄
が
か
な
り
広
く
肯

定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
事
事
件
法
第
五
三
条
に
よ
る
と
、
国
際
結
婚
に
か
か
わ
る
事
件
で
は
、
夫
妻
の
い
ず
れ
か
が
中
華
民
国
国

籍
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
、
或
い
は
い
ず
れ
か
一
方
が
中
華
民
国
内
に
経
常
居
所
を
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
台
湾
の
裁
判
所
が
国
際
裁

判
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
も
し
原
告
が
中
華
民
国
国
籍
を
有
す
る
か
、
或
い
は
台
湾
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に

は
、
日
本
に
住
所
が
あ
り
台
湾
に
一
度
も
来
た
こ
と
の
な
い
配
偶
者
を
被
告
と
す
る
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
、
ほ

ぼ
常
に
台
湾
に
お
い
て
婚
姻
の
確
認
、
婚
姻
の
解
消
又
は
離
婚
裁
判
な
ど
の
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
管
轄
原
因
の
例
外
規
定
と
し
て
、
台
湾
の
家
事
事
件
法
五
三
条
二
項
に
よ
る
被
告
の
応
訴
不
便
に
よ
る
管
轄
の
排

除
に
関
す
る
規
定
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
被
告
の
応
訴
不
便
に
よ
っ
て
原
告
の
本
国
管
轄
に
よ
る
台
湾
の
国
際
裁
判
管
轄
の
肯
定

が
覆
っ
た
事
例
は
、
本
稿
に
挙
げ
た
事
案
で
は
、
被
告
で
あ
る
日
本
人
夫
が
日
本
に
服
役
中
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
被
告
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当
事
者
が
服
役
中
で
あ
る
当
事
者
の
離
婚
事
案
は
一
般
的
に
よ
く
見
ら
れ
る
離
婚
原
因
で
も
な
い
し
、
二
項
の
下
で
管
轄
あ
り
と
す
る

判
断
が
覆
る
数
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
日
本
人
国
籍
の
被
告
が
応
訴
不
便
と
い
う
理
由
で
管

轄
を
否
定
さ
れ
る
の
は
、
現
時
点
で
、
こ
の
事
案
の
み
で
あ
っ
た
。
現
実
に
は
、
多
く
の
裁
判
例
で
は
原
告
の
本
国
管
轄
で
管
轄
が
肯

定
さ
れ
る
事
案
ば
か
り
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
台
湾
の
管
轄
原
因
は
、
日
本
よ
り
広
い
た
め
、
仮
に
台
湾
の
判
決
の
承
認
が
日
本
で
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
条
理
ま
た
は

民
訴
法
一
一
八
条
の
一
部
を
適
用
す
る
な
ど
の
日
本
の
有
力
説
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
間
接
判
断
の
基
準
を
現
在
提
案
さ
れ
て
い
る
人

訴
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
案
の
三
条
の
二
の
基
準
で
み
た
と
き
に
、
台
湾
で
仮
に
原
告
の
国
籍
管
轄
の
み
し
か
管
轄
原
因
が
な
い
場

合
に
は
、
日
本
か
ら
み
て
間
接
管
轄
が
な
い
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
サ
ド
ワ
ニ
判
決

(

最
三
小
判
平
成
一
〇

年
四
月
二
八
日
民
集
五
三
巻
三
号
八
五
三
頁

(�))

に
つ
い
て
、｢

直
接
管
轄
の
基
準
が
間
接
管
轄
の
基
準
に
も
な
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
鏡

像
理
論
を
用
い
た
考
え
方
で
は
な
く
、
両
者
は
異
な
り
得
る
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る｣

と
平

成
二
六
年
三
月
の
人
事
訴
訟
事
件
等
に
つ
い
て
の
国
際
裁
判
管
轄
法
制
研
究
会
報
告
書

(�)

に
お
い
て
言
及
さ
れ
、
さ
ら
に

｢

離
婚
等
の
身

分
関
係
事
件
に
お
い
て
は
、
間
接
管
轄
の
方
が
広
く
管
轄
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
考
え
方
も
あ
る

(�)｣

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
起
草
に
向
け
て
の
議
論
で
も
注
意
を
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
最
終
的
に
提
出
さ
れ
た
日
本
の
国
際
離
婚
等
の
国

際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
明
文
規
定
が
被
告
住
所
地
原
則
等
を
維
持
し
な
が
ら
過
剰
管
轄
を
極
力
回
避
す
る
た
め
の
台
湾
よ
り
か
な
り
厳

し
い
規
定
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
均
衡
な
身
分
関
係
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
判
断
を
日
本
は
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

一
方
で
、
台
湾
の
管
轄
原
因
を
広
く
射
程
に
お
き
な
が
ら
被
告
の
応
訴
不
便
に
よ
る
管
轄
の
修
正
の
手
法
は
、
日
本
の
観
点
か
ら
み

る
と
否
定
的
な
意
見
が
あ
る
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
よ
り
も
、
家
事
事
件
法
五
三
条
の
一
項
を
よ
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り
慎
重
な
規
定
ぶ
り
に
す
る
か
、
一
項
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
と
し
て
、
二
項
に
お
い
て
日
本
の
よ
う
な
特
段
の
事
情
論
や
、
本
稿
で
紹

介
し
た
不
便
利
法
廷
地
原
則
の
本
来
の
法
理
の
よ
う
に
よ
り
多
く
の
要
素
を
考
慮
し
た
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
謙
抑
的
な
管
轄
の
判
断
の
姿
勢
に
対
し
て
、
原
告
の
救
済
を
大
事
に
す

る
と
い
う
価
値
も
、
国
際
的
な
家
事
事
件
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極
的
に
原

告
救
済
を
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
方
の
一
つ
の
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
台
湾
の
明
文
規
定
や
学
説
や
裁
判
例
の
反
応
は
日

本
に
と
っ
て
示
唆
は
少
な
く
な
い
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
、
国
際
離
婚
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
身
分
関
係
の
問
題
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の
規
定
が
な
か
っ
た
中
で
、
日
本
も
よ

う
や
く
明
文
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
な
る
の
は
、
非
常
に
大
き
な
進
展
で
あ
る
。
国
際
婚
姻
事
件
に
関
す
る
家
事
事
件
法
五
三
条
の
み

の
国
際
裁
判
管
轄
規
定
で
は
あ
る
が
、
奇
し
く
も
本
稿
が
と
り
あ
げ
た
台
湾
法
は
、
日
本
と
大
き
く
異
な
る
考
え
方
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
本
稿
が
、
今
後
の
日
本
の
国
際
家
事
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
等
の
一
助
に
な
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註(

１)

日
本
に
お
け
る
婚
姻
総
数
は
、
昭
和
五
〇
年
前
後
頃
か
ら
減
少
傾
向
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
昭
和
六
〇
年
以
降
夫
婦
の
一
方
が
外
国
人
の
婚
姻

件
数
が
増
加
に
転
じ
た
。
と
り
わ
け
平
成
元
年
ご
ろ
に
急
激
に
増
加
し
て
以
後
は
全
体
と
し
て
増
加
傾
向
を
継
続
し
て
お
り
、
全
婚
姻
件
数
に

占
め
る
一
方
が
外
国
人
の
婚
姻
件
数
の
構
成
割
合
は
、
平
成
一
七
年
で
五
・
八
％
と
な
っ
て
い
る

(

厚
生
労
働
省
の
平
成
一
七
年
ま
で
の
婚
姻

の
推
移
に
関
す
る
統
計����������������������������������������������������������������������������

(

二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
最
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終
ア
ク
セ
ス)

。
一
方
、
台
湾
に
つ
い
て
は
、
内
政
部
出
入
国
及
び
移
民
署
の
公
開
し
た
統
計
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
五
年
一
月
末
の
時
点

で
、
台
湾
に
お
い
て
登
記
申
請
し
て
い
る
外
国
人
配
偶
者
の
数
は
五
〇
万
人
弱
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
を
例
に
と
る
と
、
そ
の
年
に
外

国
人
配
偶
者
と
結
婚
登
記
し
た
夫
妻
は
約
二
万
組

(

一
三
・
二
％)

、
外
国
人
配
偶
者
と
離
婚
登
記
し
た
夫
妻
は
約
一
・
一
万
組

(

二
一
・
五
八

％)
で
あ
り
、
こ
の
割
合
の
数
値
だ
け
を
見
る
と
、
台
湾
で
は
日
本
よ
り
も
国
際
結
婚
の
比
率
が
大
き
い
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
で
結
婚
し
た
が

台
湾
で
は
未
登
記
の
者
も
あ
り
得
る
。

(

２)

家
事
事
件
法
の
立
法
目
的
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
一
一
日
に
公
表
さ
れ
た

｢

家
事
事
件
法
総
説
明｣

に
よ
る
と
、
司
法
院
は
、
家
事
事
件
の
特

徴
に
鑑
み
て
、
憲
法
が
保
障
す
る
国
民
の
基
本
的
人
権
を
貫
徹
し
、
人
と
し
て
の
尊
厳
を
維
持
し
、
性
別
間
に
お
け
る
実
質
的
な
地
位
の
平
等

を
保
障
し
、
手
続
的
経
済
を
促
進
し
、
関
係
者
の
実
体
利
益
と
手
続
的
利
益
を
保
護
し
、
未
成
年
子
及
び
老
人
を
含
め
た
家
庭
の
全
構
成
員
の

利
益
の
最
大
化
を
図
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
現
行
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る

｢

人
事
訴
訟
手
続
編｣

と
非
訟
事
件
法
に
お
け
る

｢

家
事
非
訟
事
件
章｣

を
組
み
入
れ
る
と
と
も

に
、
実
務
面
、
将
来
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
及
び
各
界
の
期
待
に
も
配
慮
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
立
会
い
、
手
続
監
護
人
、
家
事
調
査
官
、

手
続
の
併
合
、
仮
処
分
制
度
、
履
行
の
確
保
、
子
の
引
渡
し
及
び
子
と
の
面
会
交
流
の
強
制
執
行
な
ど
を
創
設
し
て
、
家
事
紛
争
の
根
本
的
解

決
を
図
り
、
地
域
共
同
体
の
健
全
化
、
国
家
発
展
の
基
礎
固
め
を
推
進
す
る
こ
と
が
、そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

(

３)

蔡
華
凱
、�
外
婚
姻
訴
訟
事
件
之
國
際
裁
判
管
轄

外
國
離
婚
裁
判
之
承
認
、
中
正
大
學
法
學
集
刊
、
二
〇
期
、
二
〇
七
―
二
〇
八
頁

(

二

〇
〇
六
／
〇
四
／
〇
一
、
Ｐ
一
七
一
―
二
二
八)

。
蔡
華
凱
、
國
際
裁
判
管
轄
、
月
旦
法
學
雜
誌
、
二
二
九
期
、
一
九
八
頁

(

二
〇
一
四
・
〇
六)

。

(

４)

台
湾
家
事
事
件
法
は
、
全
二
〇
〇
条
か
ら
構
成
さ
れ
、｢

総
則｣

、｢

調
停
手
続｣

、｢

家
事
訴
訟
手
続｣

、｢

家
事
非
訟
手
続｣

、｢

履
行
の
確
保
及
び

執
行｣

、｢

附
則｣

等
六
編
。
同
法
は
弱
者
保
護
に
配
慮
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
立
会
い
、
手
続
監
護
人
、
家
事
調
査
官
、
手
続
の
併
合
、

仮
処
分
制
度
、
履
行
の
確
保
、
子
の
引
渡
し
及
び
子
と
の
面
会
交
流
の
強
制
執
行
等
の
新
た
な
制
度
を
創
設
し
て
い
る
。
台
湾
が
家
事
訴
訟
手
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続
と
家
事
非
訟
手
続
き
を
一
本
化
し
た
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
審
理
に
関
す
る
法
規
が
異
な
る
法
典
の
中
に
散
在
す
る

と
、
相
互
に
関
連
性
の
あ
る
家
事
事
件
で
も
、
異
な
る
裁
判
官
が
異
な
る
手
続
き
で
審
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
た
ず
ら
に
資
源
を
浪
費
し
、

ひ
い
て
は
判
決
が
互
い
に
矛
盾
す
る
と
い
っ
た
状
況
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
婚
姻
や
親
子
関
係
に
関
す
る
家
事
訴
訟
手
続
き
と
家
事

非
訟
手
続
を
家
事
事
件
法
に
て
統
合
す
る
こ
と
で
、
家
族
を
め
ぐ
る
紛
争
や
相
関
す
る
他
の
家
事
事
件
を
迅
速
か
つ
適
正
に
解
決
し
て
包
括
処

理
を
で
き
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
の
利
益
の
最
大
化
及
び
家
庭
の
円
満
化
を
図
る
こ
と
も
そ
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

(

５)

二
〇
一
一
年
七
月
の
司
法
院
公
聽
會
版
本
の
段
階
で
は
、
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
条
文
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
か
っ
た
。

(

６)

原
文

第
五
三
條

婚
姻
事
件
有
下
列
各
款
情
形
之
一
者
、
由
中
華
民
國
法
院
審
判
管
轄：

一
、
夫
妻
之
一
方
為
中
華
民
國
人
。

二
、
夫
妻
均
非
中
華
民
國
人
而
於
中
華
民
國
境

有
住
所
或
持
續
一
年
以
上
有
共
同
居
所
。

三
、
夫
妻
之
一
方
為
無
國
籍
人
而
於
中
華
民
國
境

有
經
常
居
所
。

四
、
夫
妻
之
一
方
於
中
華
民
國
境

持
續
一
年
以
上
有
經
常
居
所
。
但
中
華
民
國
法
院
之
裁
判
顯
不
為
夫
或
妻
所
屬
國
之
法
律
承
認
者
、
不
在

此
限
。

被
告
在
中
華
民
國
應
訴
顯
有
不
便
者
、
不
適
用
前
項
之
規
定
。

(

７)

立
法
目
的
に
よ
る
と
、｢

前
條
所
示
婚
姻
事
件｣

と
あ
り
、
国
内
管
轄
の
規
定
で
あ
る
五
二
条
で
は
、｢

確
認
婚
姻
無
效
、
撤
銷
婚
姻
、
離
婚
、

確
認
婚
姻
關
係
存
在
或
不
存
在
事
件｣

に
つ
き
、
専
属
管
轄
を
規
定
す
る
。

(

８)

家
事
事
件
法
五
三
条
一
項
一
号
立
法
理
由�����������������������������������������������������

(

二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
最
終
ア

論 説

(熊本法学141号 '17) 138



ク
セ
ス)

を
参
照
。

(
９)
た
と
え
ば
、
臺
灣
高
等
法
院
民
事
判
決
一
〇
三
年
度
家
上
字
第
三
一
號
、
一
〇
三
年
度
家
上
字
第
三
一
五
號
、
一
〇
四
年
度
家
上
字
第
八
四
號

は
、
同
条
項
を
も
っ
て
管
轄
権
を
肯
定
し
た
。

(�)
前
掲
注
８
参
照
。

(�)
前
掲
注
８
参
照
。

(�)�
明
軒
、
試
論
家
事
事
件
法
之
得
失

(

上)

逐
條
評
釋
、
月
旦
法
學
雜
誌
、
二
〇
五
期
、
一
一
〇
頁

(

二
〇
一
二
・
〇
六)

。

(�)
徐
慧
怡
、
從�
外
離
婚
案
件
看
離
婚
國
際
裁
判
管
轄
權
之
規
定

兼
評
家
事
事
件
法
之
相
關
規
定
、
中
華
國
際
法
與
超
國
界
法
評
論
、
一
〇
卷
、

二
期
、
二
〇
一
四
、
一
一
七
頁
。

(�)
家
事
法
三
七
条
に
よ
っ
て
、
六
一
条
に
お
け
る
親
子
関
係
事
件
は
、
同
法
三
条
一
項

｢

②
母
が
再
婚
後
生
ま
れ
た
子
の
父
を
定
め
る
こ
と
に
関

す
る
事
件
。
③
親
子
関
係
の
存
否
の
確
認
に
関
す
る
事
件
。
④
養
子
縁
組
の
存
否
の
確
認
に
関
す
る
事
件
。｣

、
三
条
二
項

｢

③
嫡
出
否
認
或
い

は
認
知
に
関
す
る
事
件
。
④
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
関
す
る
事
件
。｣

、
三
条
三
項

｢

④
離
縁
の
訴
え
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
産
の
給
付
に
関
す
る

事
件
。
⑤
未
成
年
者
後
見
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
事
件
。｣

を
含
む
。

(�)
家
事
法
九
八
条
に
よ
っ
て
、
五
三
条
の
国
際
裁
判
管
轄
規
定
を
準
用
す
る
の
は
、
夫
妻
同
居
、
夫
妻
住
所
の
指
定
、
夫
妻
財
産
状
況
の
報
告
請

求
、
家
庭
生
活
費
の
給
付
、
扶
養
料
、
慰
謝
料
或
い
は
夫
妻
財
産
契
約
の
変
更
事
件
だ
け
を
含
む
。

(�)
子
の
住
所
の
判
断
に
つ
い
て
、
例
え
ば
民
法
二
一
条
は
、
行
為
無
能
力
者
及
び
制
限
行
為
能
力
者
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
所
を
住
所
と
す

る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
を
、
親
子
関
係
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
の
判
断
に
お
け
る
子
の
住
所
判
断
に
適
用
す
る
の
か
。
こ
の
点
、
実
務

判
決
は
、
未
成
年
子
は
、
そ
の
親
の
住
所
を
住
所
と
す
る

(

台
湾
高
等
法
院
高
雄
分
院
九
三
年
度
家
抗
字
第
三
五
号
民
事
決
定)

。
そ
し
て
、
院

字
第
四
七
四
号
解
釋
に
お
い
て
は
、｢(

二)

行
為
無
能
力
者
及
び
制
限
行
為
能
力
者
は
、
民
法
二
一
条
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
所
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を
住
所
と
す
る
。
法
定
代
理
人
が
い
な
い
場
合
に
、
そ
の
本
人
の
居
所
を
住
所
と
み
な
す
。｣

と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
家
事
事
件
法
の
司
法
院
会

版
草
案

(

二
〇
一
一
年
八
月)

に
お
け
る
一
〇
三
条
の
立
法
説
明
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、｢

未
成
年
子
の
住
所
の
判
断
に
関
し
て
、
民
法
一
〇
六

〇
条
は
、
法
定
住
所
の
規
定
で
は
な
く
、
た
だ
親
権
の
行
使
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
親
の
未
成
年
子
に
対
す
る
住
居
所

の
指
定
権
に
属
す
る
。
住
所
の
確
認
は
、
民
法
二
一
条
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
為
無
能
力
者
及
び
制
限
行
為
能
力
者
は
、
そ
の
法
定
代
理

人
の
住
所
を
住
所
と
す
る｣

と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
多
く
の
国
際
条
約
が
原
則
と
す
る
よ
う
に
、｢

子
の
常
居
所
地
管
轄｣

を

原
則
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
際
民
事
訴
訟
に
お
け
る

｢

子
の
住
所｣

は
、
民
法
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
、

｢

子
の
実
際
的
な
、
客
観
的
な
生
活
の
本
拠｣

を
判
断
基
準
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(�)
そ
し
て
、
平
成
八
年
最
高
裁
判
決
が
条
理
に
つ
い
て
言
及
し
た
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
最
高
裁
以
前
に
た
と
え
ば
、
名
古
屋
高
判
平
成
七

年
五
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
も
、
財
産
関
係
事
案
の
国
際
裁
判
管
轄
の
一
般
理
念
で
あ
る

｢

当
事
者
間
の
公
平
、
判
断
の
適
正
確
保
等
の
訴

訟
続
上
の
観
点｣

を
判
断
基
準
と
し
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
上
で
最
高
裁
が
条
理
に
よ
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
最
高
裁
が
採
用
し
た
意
義

は
大
き
い
。
実
際
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
に
従
っ
た
と
み
ら
れ
る
後
の
事
例

(

東
京
地
判
平
成
一
一
・
一
一
・
四
判
タ
一
〇
二
三
号

二
六
七
頁
、
名
古
屋
地
判
平
成
一
一
・
一
一
・
二
四
判
時
一
七
二
八
号
五
八
頁
等)

が
あ
る
な
ど
、
本
平
成
八
年
最
高
裁
判
決
の
先
例
的
意
義

は
学
説
に
お
い
て
も
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

(�)
起
草
中
の
議
論
に
お
い
て
も
、
被
告
住
所
地
を
原
則
的
管
轄
と
す
る
部
会
資
料
２

(������������������������������������������
(

二
〇
一

七
年
九
月
三
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス)

)

の
甲
案
を
ベ
ー
ス
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
。
甲
案
と
乙
案
ど
ち
ら
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て

立
法
の
議
論
を
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
の
法
制
審
議
会
国
際
裁
判
管
轄
法
制

(

人
事
訴
訟
事
件
及
び
家
事
事
件
関
係)

部
会
第
２
回
会
議
議
事
録

(������������������������������������������
(

二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス)

)

を
参
照
。

(�)

外
国
裁
判
所
の
離
婚
判
決
に
つ
い
て
は
民
訴
法
一
一
八
条
を
全
面
適
用
す
る
。｢

外
国
裁
判
所
の
下
し
た
離
婚
判
決
は
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
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の
要
件
を
具
備
す
る
限
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
し
、
市
区
町
村
長
は
、
外
国
判
決
に
基
づ
く
報
告
的
離
婚
の
届

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
判
決
が
民
事
訴
訟
法
第
一
一
八
条
の
条
件
を
欠
い
て
い
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
受

理
し
て
差
し
支
え
な
い
と
し
て
い
る｣

渉
外
戸
籍
実
務
研
究
会

『

設
題
解
説

渉
外
戸
籍
実
務
の
処
理

Ⅲ
離
婚
編

』
(

日
本
加
除
出
版
株
式

会
社
・
二
〇
〇
六
年)

一
四
二
頁
。

(�)
も
っ
と
も
、
台
湾
の
こ
の
家
事
事
件
法
五
三
条
は
当
初
の
改
正
の
議
論
で
は
国
際
裁
判
管
轄
を
明
文
化
す
る
予
定
は
当
初
な
く
、
起
草
の
最
終

段
階
で
突
如
明
文
化
す
る
こ
と
に
な
り
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
の
際
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
国
際
私
法
学
者
は
お
ら
ず
民
事
訴
訟
法
の

学
者
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
台
湾
に
お
け
る
こ
の
規
定
の
過
剰
管
轄
と
も
見
え
る
規
定
に
は
批
判
の
声
が
あ
り
、
規
定
ぶ
り
を

み
る
と
そ
の
批
判
は
確
か
に
首
肯
で
き
る
。
と
は
い
え
、
仮
に
、
将
来
こ
の
規
定
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
台
湾
の
国
際
家
事
事
件
に
関

す
る
国
際
裁
判
管
轄
規
定
が
厳
し
い
規
定
に
な
れ
ば
、
仮
に
日
本
よ
り
も
厳
し
い
規
定
に
な
れ
ば
、
日
本
の
判
決
が
承
認
さ
れ
な
く
な
る
こ
と

も
予
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

(�)
松
岡
博

｢

第
７
章

国
際
家
事
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄

離
婚
を
中
心
に

｣
『

国
際
家
族
法
の
理
論』

(

大
阪
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
二
年)

一
五
九
〜
一
八
八
頁
。

(�)
サ
ド
ワ
ニ
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、｢

『

法
令
又
は
条
約
に
よ
り
外
国
裁
判
所
の
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と』

と
は
、
我
が
国
の
国
際
民

訴
法
の
原
則
か
ら
見
て
、
当
該
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国

(
以
下

｢

判
決
国｣

と
い
う
。)

が
そ
の
事
件
に
つ
き
国
際
裁
判
管
轄

(

間
接
管
轄
一

般)

を
有
す
る
と
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
判
決
国
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有
す

る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
直
接
に
規
定
し
た
法
令
が
な
く
、
よ
る
べ
き
条
約
や
明
確
な
国
際
法
上
の
原
則
も
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
当
事
者
間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り
、
条
理
に
従
っ
て
決
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

と

判
示
し
た
。
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(�)
｢

人
事
訴
訟
事
件
等
に
つ
い
て
の
国
際
裁
判
管
轄
法
制
研
究
会
報
告
書｣

七
五
頁
。
同
報
告
書
に
つ
い
て
は
、�����������������������������

�������������
(

二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス)

を
参
照
。

(�)
同
右
七
四
頁
。
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